
表31　岡山市の重要生態系（上位８位まで）

評価順位 区分 タイプ 名　　　称 所　在　地

1 森 樹林・池沼 吉備津・吉備津彦神社周辺 北区尾上・吉備津ほか

1 森 樹林 龍ノ口山 中区祇園・湯迫ほか

3 里 湿地・池沼 阿部池 南区築港緑町

4 森 樹林 志呂神社（三樹山） 北区建部町下神目・川口

4 森 樹林 九谷の樹林 北区御津宇甘

6 川 河川 祇園用水（上流域） 中区祇園・今在家ほか

7 川 河川 後楽園用水 中区今在家・中島ほか

8 森 樹林 半田山 北区津島・法界院ほか

8 森 樹林・池沼 城山 北区御津草生・御津金川

8 森 樹林・池沼 操山 中区国富・奥市ほか

8 森 樹林 金甲山～八丈岩山の尾根周辺 南区郡・小串ほか

8 海 海浜 児島湾・水門湾 中区・東区・南区

自然の概況（野生生物の生息・生育状況）１

Ⅸ 自 然 環 境

　市域では、人為的な改変が進む水辺に生息・生

育する野生生物を中心に希少化が進行しています。

希少化の原因としては、自然への人間の係わり方

が変わってきたことに伴う環境の変化や、人為的

な環境への適応力が高い外来種による在来種の抑

圧などが起因している事例が見られます。

　一方、市街地中心部など、すでに人工改変が進

んでいる地域の一部で、下水道の整備などに伴う

環境改善により、一度は失われていた野生生物の

生息・生育地が回復した事例も見られます。

　「岡山市希少野生生物生息状況調査（平成24年、

岡山市）」及び「絶滅危惧種基礎資料整理結果（平

成27年、岡山市）（以下「H27結果」）」によると、

市内で記録された種類は約7,000種です。また、市

域内の野生生物には、環境省と岡山県のレッドデー

タブック掲載種も多数あり、適切な保護措置が必

要です。なお、H27結果によると、市域内で確認

された絶滅危惧種数は、計622種にのぼります。（哺

乳類13種、鳥類90種、両生・爬虫類13種、魚類48種、

昆虫類142種、昆虫以外の無脊椎動物119種、維管

束植物197種）

（１）  岡山市の重要生態系リストの策定
　本市における生物多様性の保全上重要度の高い

地域を明らかにすることで効果的な保全施策を進

めるため、令和３年度から「岡山市の重要生態系

リスト」の策定を進め、令和４年７月26日に公表

しました。同策定は、「岡山市生物多様性地域戦略」

の重点プロジェクトの一つに位置付けています。

　このリストでは、市内94の地域を希少な生きも

のの確認数などの基準で評価しており、「吉備津・

吉備津彦神社周辺」及び「龍ノ口山」が最も評価

点が高い結果となりました。

　リストの中から、自然環境モニタリングの候補

地を選定するなど、種々の施策に活用する予定です。

（２）  自然環境モニタリングの実施
　①　定点方式による自然環境モニタリング
　市内の生物多様性の状況や変化の傾向を把握す

るために特に重要な環境拠点地（モニタリングスポッ

ト）において、生き物の生息状況等の自然環境調

査を実施するもので、令和４年度に開始しました。

　モニタリングスポットは、藤ヶ鳴湿原周辺、龍

表31　岡山市の重要生態系  （上位８位まで）
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王山周辺（主に龍泉寺）、操山（魚類は百間川）、

奥迫川の田園、瓜生川（瀬戸森林公園含む）の５

定点を設定しています。

　年度ごとに「植物」「哺乳類・鳥類・爬虫類・両

生類」「水生動物」「昆虫等陸生節足動物」を調査

対象とし、４年単位で全分類群の調査を繰り返し、

評価します。

　令和５年度は「哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類」

を対象とし、64種確認できました。

　②　ローリング方式による自然環境モニタリング
　主に野生生物情報が未把握な地域を対象に自然

環境調査を実施するもので、令和４年度に開始し

ました。

　公益財団法人岡山県環境保全事業団との連携協

定に係る事業の一つであり、具体内容については、

「ローリング方式による自然環境モニタリング事業

に関する覚書」で規定しています。年度当初にモ

ニタリングスポット及びモニタリングスポットご

との調査対象を設定します。

　令和５年度は、金山寺八幡宮の社叢、郷ノ池周

辺の湿地、大井宮山地域、大平山西部、室山川、

足守川の６地点で調査を行いました。

（３）  ホタル生息調査の実施
　令和２年度より、本市におけるホタル生息調査

の方法を全域調査から、定点調査へ変更しました。

令和５年度は、自然保護活動推進員の方々の協力

等により、身近な生きものの里12地点とまちなか

６地点で調査を行い、それぞれ12地点、５地点の

計17定点で生息が確認できました。
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モニタリングの様子
（写真提供：岡山県環境保全事業団）
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岡山市生物多様性地域戦略

アユモドキ［アユモドキ科］  全長15cm
  （国：天然記念物　環境省：絶滅危惧ⅠＡ類　
　県：絶滅危惧Ⅰ類）

スイゲンゼニタナゴ［コイ科］  全長５cm
  （環境省：絶滅危惧ⅠＡ類　県：絶滅危惧Ⅰ類）

自然の保護２

（１）  生物多様性保全のための取組
　平成16年３月の岡山市環境保全条例改正に伴い、

生物多様性保全条項が追加されました。それに基

づき、平成16年度から自然保護活動推進員の委嘱

を行うとともに、平成17年度は「生物多様性保全

基本方針」及び「自然環境配慮ガイドライン」の

策定や環境配慮事項の届出を求める「共生地区」

の指定を行い、平成18年４月１日から共生地区に

おける自然環境配慮届の受付を開始しました。

　また、平成29年３月に、岡山市の生物多様性

の保全と持続可能な利用を図るための基本的な計

画である「岡山市生物多様性地域戦略」を策定し、

本戦略を踏まえて、多様な主体が行う生物多様性

保全活動や自然体験行事などを推進しています。

同戦略については、令和３年度に中間報告書を

まとめ、また、重点プロジェクトの具体事業の

整理を行い、環境保全課のホームページに公表

しました。

（２）  貴重な野生生物の保護
　市内に生息・生育する野生生物のうち、次に掲

げる種が法令により保護対象になっており、捕獲、

個体に危害を及ぼす行為などが規制されています。

◆文化財保護法　天然記念物（国指定）

　アユモドキ（S52.7.2指定）

◆種の保存法　国内希少野生動植物種

　アユモドキ（H16.7.15施行）

　スイゲンゼニタナゴ（H14.9.1施行）

　ハヤブサ（H5.4.1施行）

　クマタカ（H5.4.1施行）

　カワバタモロコ（R2.3施行）

　セトウチサンショウウオ（R4.1施行）

◆岡山県希少野生動植物保護条例

　希少野生動植物種

　カワバタモロコ（H24.3.30指定）

　ミズアオイ（H16.7.16指定）

◆岡山市文化財保護条例　天然記念物（市指定）

　キビノミノボロスゲ（S60.4.9指定）
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キビノミノボロスゲ［カヤツリグサ科］ 
高さ60～80cm
  （市：天然記念物　環境省：絶滅危惧ⅠＢ類　
県：絶滅危惧Ⅰ類）

表32　岡山県自然保護条例指定地域一覧

指 定 区 分 指 定 地 域 所 在 地 面　　積 指定年月日
環境緑地保護地域 竜 の 口 地 域 祇 園
郷土自然保護地域 安 仁 神 社 地 域 西 大 寺 一 宮

三 樹 山 地 域 建部町下神目
大 井 宮 山 地 域 大 井

郷 土 記 念 物 曹 源 寺 の 松 並 木 円 山
吉 備 津 の 松 並 木 吉 備 津
九 谷 の 樹 林 御 津 宇 甘
矢 喰 の 岩 高 塚
金山八幡宮の社叢 金 山 寺
徳 蔵 神 社 の 樹 林 御 津 河 内

S48.11.29
S49.12.18
S51.  3.30
S55.  3.28
S48.11.29
S49.12.18
S52.  3.31
S55.  3.28
S59.  3.23
S63.  3.31

6.91ha
6.06ha
13.14ha
8.60ha

（３）  岡山県自然保護条例に基づく規制、指導
　①　自然環境保全地域等の指定
　岡山県では「岡山県自然保護条例」に基づき、

優れた自然を残す地域等を指定し、その保護に努

めています。市内では10地域が指定されており、

指定区分に応じて樹木の伐採などの行為が制限され、

保全に影響を及ぼす行為に対しては事前の届出が

必要です。

　②　自然保護協定の締結
　岡山県自然保護条例第21条に基づき、開発事業者、

岡山県、岡山市の３者で締結しています。協定に

基づく指導及び事前協議の際には、県自然環境課

と協力して調査、情報収集、関係者調整などを適

宜行っています。

表32　岡山県自然保護条例指定地域一覧
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図41　自然公園及び岡山県自然保護条例指定地域
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①竜の口地域
②安仁神社地域
③三樹山地域
④大井宮山地域
⑤曹源寺の松並木
⑥吉備津の松並木
⑦九谷の樹林
⑧矢喰の岩
⑨金山八幡宮の社叢
⑩徳蔵神社の樹林

表33　国立公園

名称 面積（陸域のみ） 指定年月日

瀬戸内海 286ha
S 9. 3.16 
S31. 5. 1 

（金甲山、貝殻山編入）

（４）  自然公園等の保護と利用
　①　国立公園
　国立公園は、国の風景を代表するに足りる傑出

した自然の風景地で、環境大臣が指定しています。

市内では、児島半島の金甲山、貝殻山、児島湾の

高島が、瀬戸内海国立公園の第２種特別地域に指

定されており、工作物の新改築や植物採取などの

行為を行う際に許可が必要です。また、児島湾外

の海域は普通地域に指定されています。

　②　県立自然公園
　県立自然公園は、県を代表する自然景勝地で、

県知事が指定しています。市内には、吉備史跡、

吉備路風土記の丘、吉備清流、吉井川中流県立自

然公園の４つの地域が指定されており、土地の形

状変更などに際して届出、許可が必要です。

　また、平成18年３月に吉備史跡、吉備路風土記

の丘の２公園地域の公園計画が変更され、県立自

然公園内に中国自然歩道が新たに設定されました。

図41　自然公園及び岡山県自然保護条例指定地域

表33　国立公園
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表34　県立自然公園

名　　称
面　　　積

指定年月日
特別地域 普通地域

吉 備 史 跡 － 1,293ha S41. 3.25

吉備路風土記の丘 － 227ha S47. 1.11

吉 備 清 流 208ha 1,582ha S58. 3.29

吉 井 川 中 流 － 185ha H 3. 3.30

表35　自然海浜保全地区

名　称 面　積 指定年月日

宝伝地区 380m，0.35ha S57. 3.26

　③　自然海浜保全地区
　瀬戸内海に残された自然海浜の保全とその下

での海水浴等のレクリエーション利用を図るた

め、岡山県では「瀬戸内海環境保全特別措置法」

に基づき「岡山県自然海浜保全地区条例」を制定し、

市内では宝伝地区の１箇所が指定されています。

　「砂浜、岩礁その他これに類する自然の状態が

維持されている地域」および「海水浴、潮干狩り、

その他これらに類する用に利用されており、将来

にわたってその利用が適当であると認められる地

域」が指定され、指定されると工作物の新築等に

関して届出が必要となります。

（５）  自然保護活動推進員制度
　野生生物や市域の自然環境に造詣が深く、保全

対象となる地域の方と協働して自然保護の推進に

当たる能力と意欲がある方などを自然保護活動推

進員に委嘱し、自然環境の状況の把握や貴重な野

生動植物が生息する地域の監視などをボランティ

アで行ってもらう制度です。

　「岡山市環境保全条例」第29条の19に基づき設置

するもので、令和６年３月31日時点で41名を委嘱

しています。

（６）  環境影響評価制度
　環境影響評価制度（環境アセスメント制度）とは、

規模が大きく環境への影響が著しいものとなるお

それがある事業について、あらかじめ事業者自らが、

その事業が環境に与える影響について調査・予測・

評価を行い環境保全のための措置を検討するとと

もに、その内容を公表し、住民や市の意見を踏ま

えて、より環境に配慮した事業内容にしていくた

めの一連の手続きのことです。

　岡山市では、開発と環境保全の調和がとれた持

続可能なまちづくりを進めるため、平成31年４

月１日に岡山市環境影響評価条例を施行しました。

市域内で対象事業を実施する場合は、同条例に基

づく手続きが必要になります。　

（７）  生物多様性保全の推進に関する連携協定
　令和４年３月に、本市と公益財団法人岡山県環

境保全事業団は、生物多様性保全の推進を図るた

め、互いに連携・協力することに合意し「生物多

様性保全の推進に関する連携協定」を締結しまし

た。生き物に関する専門知識が豊富な同団体と連

携して事業を進めることで、施策のブラッシュアッ

プを図り、市民の納得性を高めることもねらいと

しています。

（８）  野生鳥獣の保護及び野生鳥獣による被害対策
　鳥獣保護行政は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律」に基づき、県を中心に

鳥獣生息基礎調査、鳥獣保護区の設定、鳥獣保護

思想の啓発、狩猟の適正化、鳥獣による被害対策

が行われています。そのうち、農林水産物に被害

を及ぼす鳥獣の捕獲許可の権限が市町村に委譲さ

れています。岡山市に権限委譲されている捕獲対

象種は、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ハ

クビシン、アライグマ、アナグマ、タヌキ、ニホ

ンザル、ノウサギ、ハシブトガラス、ハシボソガ

ラス、ニュウナイスズメ、スズメ、ヒヨドリ、カ

ワウ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、

ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、

キジバト及びカワラバト（ドバト）の26種です。

●有害鳥獣の捕獲

　農作物に被害を及ぼすイノシシ、ニホンジカ、ヌー

トリア、ハクビシン、アライグマ、アナグマ、カ

ワウ及びカラスの捕獲について、補助金を交付し

表34　県立自然公園

表35　自然海浜保全地区
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表36　有害獣の捕獲状況
（単位：頭）

年　度 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 １頭あたり補助金

ヌートリア 1,196 

14 

0 

1,790 

2,582 

57 

187 

605 

13 

0 

2,176 

1,682 

136 

143 

465 

9 

1 

2,772 

1,792 

145 

138 

385 

13 

1 

2,737 

1,137 

157 

144 

415 

4 

2 

2,430 

901 

210 

232 

684 

14 

5 

2,961 

951 

184 

188 

600 

9 

4 

3,463 

1,022 

236 

265 

ハクビシン 
※H27より

アライグマ 
※H27より

イノシシ 
1月～12月 
有害捕獲分

イノシシ 
11月15日～3月15日 
狩猟捕獲分

ニホンジカ 
1月～12月 
有害捕獲分

ニホンジカ 
11月15日～3月15日 
狩猟捕獲分

2,000円以内（うち国1,000円以内）

2,000円以内（うち国1,000円以内）

2,000円以内（うち国1,000円以内）

食　肉　19,000円以内（うち国9,000円以内） 
その他　17,000円以内（うち国7,000円以内）

6,000円以内

食　肉　19,000円以内（うち国9,000円以内） 
その他　17,000円以内（うち国7,000円以内）

6,000円以内

※R4の捕獲数は未確定です

表37　イノシシ等防護柵設置状況
（単位：m）

年度 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 補　助　率 補助要件

防 護 柵

 

設置数量

1,850 1,850 0 0 0 0 0 県補助 1/2 以内 市補助 1/6 以内 
１整備地区につき 
受益戸数３戸以上

42,109 12,358 20,698 18,372 13,038 10,159 12,599
１整備地区につき 
原則として受益戸数
２戸以上

単市補助 2/3 以内

表38　有害獣捕獲柵設置状況
（単位：基）

年度 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 補助率

捕獲柵設置数 58 32 27 20 24 29 17 市補助 2/3 以内 （補助限定額）１基当たり　126,000円

ています。

●有害鳥獣捕獲活動奨励補助金

　有害鳥獣の捕獲活動を実施する駆除班に対し補

助金を交付し、野生鳥獣による農作物被害の防止・

軽減を図っています。

●イノシシ等防護柵の設置

　イノシシ等有害鳥獣による農作物被害を防止す

るため、効果的な防護柵（電気柵・ワイヤーメッシュ

柵等）の設置に対して助成を行っています。

●有害獣捕獲柵の設置

　有害獣（イノシシ、ニホンジカ、カラス）によ

る農作物被害を防止するため、町内会等が購入す

る捕獲柵について助成を行っています。

表36　有害獣の捕獲状況

表37　イノシシ等防護柵設置状況

表38　有害獣捕獲柵設置状況

— Ⅸ 自然環境 —

（単位：頭）

（単位：m）

（単位：基）
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緑の保全1

Ⅹ　 快 適 環 境

（１）  緑の現況
　①　市域全体の概観
　岡山市は、北に吉備高原へとつながる丘陵地、

中央部には旭川、吉井川の河口に広がる岡山平野、

南には児島湾を挟んで瀬戸内海国立公園の一部と

なる児島半島からなっています。市街地は、周辺

四山（操山、半田山、京山、矢坂山）、近郊五山（吉

備中山、笠井山、龍ノ口山、芥子山、貝殻山）と

呼ばれる山々に囲まれ、平野南部には江戸時代か

らの干拓事業による田園が広がる、水と緑が豊か

な街です。

　②　公園の現況
　市街地の緑の核となる都市公園等には、日本三

名園の一つである後楽園や歴史遺産である烏城公

園、約15万本（3,200種）の植物で四季を彩る半田

山植物園、河川敷を利用した百間川緑地、用水の

流れを活用し中心市街地のオアシスとなっている

西川・枝川緑道公園や下石井公園、体育館を中心

に多目的な利用のできる浦安総合公園などがあり

ますが、これらの公園面積は11,994,715㎡、市民

一人当たりの公園面積は、17.2㎡／人※で、この

値は全国平均である10.8㎡／人を大きく上回って

います。（※一人当たりの面積は令和６年３月31日

現在の住民登録人口　696,280人で算出）

　なお、公園・遊園地等愛護委員会（令和６年３

月末現在616団体）と協働で、公園・緑地等の環

境美化（清掃・除草等）に努めています。

（２）  緑の保全
　①　緑の保護
　岡山市域には、岡山県自然保護条例により、歴

史的な緑が保護されています。（72ページ参照）

　また、快適な環境づくりや都市の景観、風致の

維持に欠くことのできない貴重な樹木の保護を目

的として「岡山市環境保全条例」に基づき、保存

樹68件が指定されています。

　②　自然とのふれあいの里山づくり
　市街地に近く、良好な自然や古代からの歴史が

残されている操山山塊（約258ha）を保全し、よ

り多くの市民に親しんでもらえるよう、散策路や

解説板などが整備されています。さらに人と自然

とが調和してきた里山の暮らしに親しみ、自然や

環境、歴史を学ぶ拠点施設として操山公園里山セ

ンターが多くの市民に利用されています。

　③　緑のまちづくりの推進
　岡山市では「緑の保全」とともに、積極的に緑

化を推進しています。

　ア． 公共施設等の緑化

　　 　公共施設の緑化を進めるため、他部局とも

連携を図り、道路や河川、学校等の緑化を推

進しています。

　イ． 市民参加の緑化推進

　　 　緑豊かな都市づくりを進め、市民の緑化意

識の高揚を図るため、４、５月を「春の花いっ

ぱい運動期間」、10月を「緑化月間」と定め

各種行事を開催するほか、年間を通じて市民

参加による緑のまちづくりに取り組んでいます。

　○　春の花いっぱい運動

　　 　草花の種子配布、フラワーロード（市道４

路線のフラワーポットに季節の花を植栽、管

理）、花・緑ハーモニーフェスタ in 西川、緑

の相談所

　○　緑化月間

　　 　草花の種子配布、フラワーロード、緑化作

文コンクール、緑のハイキング

　○　その他

　　 　市内約300か所の花壇（地元管理等）への

花苗配布等

　ウ． 民有地の緑化推進

　　 　民有地緑化の推進を図るため、（公財）岡

山市公園協会により、市内街路樹の保護管理

や市民協働花壇づくりなどの助成事業や、親

— Ⅹ 快適環境 —
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表39　都市公園等整備状況
（令和6年3月31日）

種別 箇所数 面積（㎡）

園

公

市

都

街 区 公 園 319 827,003

近 隣 公 園 29 538,528

地 区 公 園 15 2,175,772

総 合 公 園 5 976,476

運 動 公 園 2 131,355

特
　
殊

風致公園 5 3,020,165

歴 史公園 4 251,006

植 物 園 1 110,075

墓 　　園 1 300,000

緑 　 道 10 167,972

緑 　 地 74 2,511,385

そ の 他 0 0

都市公園以外の公園 10 494,454

県管理都市公園（市内） 2 490,524

合　　　計 477 11,994,715

都市景観の保全２

子ガーデニング教室・園芸講習会の開催、機

関誌の発行などを行っているほか、岡山市と

協力して各種緑化普及啓発事業を進めていま

す。

（１）  都市景観の現況
　岡山市の中心市街地は、商業・業務・集客施設

やコンベンション施設等が集積する JR 岡山駅周辺

エリアと、歴史・文化資産が集積する旧城下町エ

リアの２つの核で形成され、その周囲を市街地が

取り囲んでいます。

　北側には丘陵・山並みが連なり、南側には干拓

地が広がり、児島湾から瀬戸内海へと開けており、

その間をつなぐように大きな川が流れているとい

うように、身近に多くの自然を有しており、それ

が都市の個性ともなっています。

　このように岡山市は豊かな自然を背景に古代よ

り吉備文化発祥の地として、また近世においては

城下町として栄え、国内文化交流の主要ルートの

拠点的役割を果たしてきました。

　また、児島湾の干拓・新田開発や百間川の築

造など古くから先駆的な都市づくりを行ってき

ました。

　さらに、戦後の経済・産業面での急速な発展を

遂げるに伴い都市は拡大していきましたが、一方

で歴史的町並みや街なかの緑など、歴史・文化・

自然・人々の生活環境などの岡山固有の景観の保全、

形成が課題となっています。

（２）  都市景観の保全対策
　平成17年度に策定し公表した岡山市景観基本計

画を踏まえ、景観法に基づき、平成19年度に建

築物等の規制・誘導により良好な景観形成を図る

岡山市景観計画、並びに岡山市景観条例を制定し、

平成20年度より施行しています。

　また、庭瀬・撫川地区、西大寺観音院周辺地区、

出石町地区については、まちづくり協定の締結に

よる街並み保全、建物修景に対する助成制度の活

用による地域固有の歴史的な景観資源を活かした

景観まちづくりに、地元まちづくり協議会ととも

に取り組んでいます。

表39　都市公園等整備状況
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【景観づくりの目標】【景観づくりの目標】

「おかやまの原風景を活かした景観の創生」 「おかやまの原風景を活かした景観の創生」 

緑　の

原風景

緑　の

原風景

水　の

原風景

水　の

原風景

農　の

原風景

農　の

原風景

歴史の

原風景

歴史の

原風景

都（まち）の

原風景

都（まち）の

原風景

景観の骨格

となる地形

を尊重する 

命を育む水

の景観を大

切にする

農の景観を

再評価し、

自然との調

和を図る

暮らしに根

づく歴史の

景観を活か

す

活気と風格

のある都の

たたずまい

を創り、育

てる

岡山の歴史・文化・人を育んできた多様な自然や風土に着目しながら、   

　いつまでも心に残る「おかやまの原風景」を守り、育て、再生し、

　　　　 五感に訴える美しい岡山固有の景観を創造します。 

図42　景観づくりの目標

　都心部においては、主要な道路の無電柱化や修

景整備、沿道建物や屋外広告物の規制誘導により、

都心部にふさわしい風格と統一感のある景観形成

に取り組んでいます。

　また、住宅地等における地区計画制度の活用に

よる住民主体のまちづくりや、屋外広告物条例に

よる屋外広告物の規制、誘導により美しくゆとり

のある景観形成に取り組んでいます。

（３）  景観形成の取組みについて
　良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等とそ

こに暮らす人々の営み、社会・経済的活動等が調

和することによって生み出されます。すなわち、

景観とは単に物の見え方にとどまらず自然的要素

と人工的要素が織りなす「環境調和の象徴」であり、

私たちの暮らす地域社会の健康性、文化性、快適

性を表す重要な環境尺度であると言えます。

山市景観計画」により、より実効性ある景観形成

の施策、及び市民協働の景観まちづくりを市域全

域で展開するために、岡山市全域を景観計画区域

に指定し、一定の規模を超える建築、開発等の行

為に対して届出・勧告制によって規制誘導を行い、

各地域の良好な景観の維持保全、創出を図ってい

ます。

　岡山市においては、固有の自然・風土や、長い

時間をかけて積み上げられてきた人々の営みによっ

て、数多くのすばらしい景観＝「原風景」が形成

され、受け継がれてきましたが、都市化の過程の

中で見失ったものも多くあります。今後、人口減

少や少子高齢化が進む中にあっても、市民生活の

質と都市の活力の向上を図り、誰もが岡山に住み

たいと思える都市づくり、個性ある地域づくりが

求められる中で、これまでに創りあげられた「原

風景」に磨きをかけ、新たなる時代に対応した魅

力ある「景観」を創造し、未来に引き継いでいく

ことは、今の時代を生きる岡山市民一人一人に課

せられた役割であると言えます。このような基本

的な考え方に基づいて、岡山市において、市・市民・

事業者等がめざすべき景観づくりの目標を次のと

おり設定しています。

　平成19年12月に景観法に基づき策定した「岡

　また、中心市街地においては、景観形成重点地

区（都心軸沿道地区、岡山カルチャーゾーン）に

あわせて、岡山市屋外広告物条例に基づく屋外広

告物モデル地区を指定することにより、建物と広

告物が一体化した良好な街並みの形成を図ってい

ます。

図42　景観づくりの目標
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国指定重要文化財旧旭東幼稚園園舎

歴史的文化環境の保全３

（１）  歴史的文化環境の概観
　温暖な気候と、豊かな自然環境に恵まれた岡山

市内には、数多くの文化遺産が存在しており、指

定文化財だけでも国指定85件、県指定110件、市指

定126件の計321件が存在します。多数の文化遺産

の中には、著名な縄文貝塚である彦崎貝塚、弥生

時代の大規模集落である津島遺跡や南方遺跡、全

国第４位の規模を誇る造山古墳、県内最古級の寺

院である賞田廃寺、再建東大寺の瓦を製作した万

富東大寺瓦窯跡、比翼入母屋造の本殿をもつ吉備

津神社、都市としての岡山の礎となった岡山城跡

とその城下町遺構、沖新田、興除新田等の近世干

拓事業にかかわる遺構など様々な時代、種類の文

化遺産があります。

　また近年は、明治～昭和初期の建造物、土木構

造物、近代産業遺産や「文化的景観」等、近・現

代の人々の営みの跡も文化財として認識されるよ

うになり、保護・保存の要望が高まってきています。

これはこれまでのような重要な文化財の保護のみ

ならず、地域に根ざし、また時代にとらわれない

歴史的・文化的環境の保全と活用が求められてい

ることを示すものです。

（２）  歴史的文化環境の保全対策
　①　埋蔵文化財の保護
　古墳や集落跡など、遺跡・土地に包蔵される文

化財を埋蔵文化財と呼びます。市域には『改訂岡

山県遺跡地図』に登録されているだけで、約3,600ヶ

所を数える埋蔵文化財が所在しています。

　岡山市では埋蔵文化財の存在状況に関する正確

な情報を把握し、その情報を遺跡地図として配布

することによって、情報の公開を図り、それに対

する認識を深めるよう努めています。同時に埋蔵

文化財包蔵地内での開発事業等に対しては、事前

にその存在状況を確認し、保存と開発との協議調

整を図っています。令和５年度には700件を越え

る存在状況の照会があり、また620件の、土木工

事に伴う埋蔵文化財発掘の届出・通知がありまし

た。また埋蔵文化財の存在状況の試掘・確認調査は、

12件実施しています。

　埋蔵文化財は現状で保存することが望ましいの

ですが、現状保存を図ることができない場合、す

なわち埋蔵文化財との関係が恒久的に絶たれてし

まうことが予想される場合には、やむを得ない措

置として発掘調査等を実施し、記録保存を図るこ

ととしています。令和4年度には、造山古墳・金蔵

山古墳・万富東大寺瓦窯跡の範囲確認調査を実施し、

多くの成果を上げることができました。

　②　文化財の保護と管理
　文化財を望ましい環境で次世代へ継承するため、

文化財の調査等をすすめ、特に重要な文化財につ

いては、法や条例のもと、指定や登録といった制

度で保護を図っています。

　指定文化財等にはその保護のため現状変更など

に厳しい制約が設けられますが、同時に保存修理

などに対しては補助金による財政的支援をはじめ、

文化財の価値を損なわないための指導監督を行っ

ています。また、日常的な管理についても所有者

と意志の疎通を図るなど保護対策に取り組んでい

ます。史跡等については、公開と活用に向けた取

り組みのため土地公有化にも努めています。

　令和５年度は、市指定重要文化財の岡山神社随

神門（岡山市北区石関町）で保存修理工事を実施

しました。
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岡山市指定重要文化財岡山神社随神門

　③　近代化遺産・文化的景観の保護
　近代の建造物や土木構造物が老朽化や施設の更

新によって急速に姿を消しつつあることから、平

成８年の文化財保護法改正で築50年を経過した建

造物に対し「登録文化財制度」が設けられました。

　岡山市においてもそれらを、近代化を物語る遺

産として認識し、保護に取り組んでいます。現在

までに79件が登録されています。

　④　文化財の公開と整備
　史跡等の文化財については周辺整備を図って積

極的に公開活用するとともに、文化財本来の形状

や歴史的景観に修復するための整備事業を推進し

ています。令和５年度は、史跡造山古墳と史跡岡

山城跡の本丸下の段で史跡整備事業を実施しました。

また、史跡大廻小廻山城跡と史跡造山古墳の史跡

地公有化事業、史跡彦崎貝塚の史跡整備事業（環

境整備事業）、天然記念物アユモドキ保全活用事業

も実施しました。

　発掘調査によって得られた出土物や記録類は、

岡山市埋蔵文化財センターにおいて整理や調査、

保存処理などを行ったうえで、展示や発掘調査報

告書を刊行することにより周知・公開が図られて

います。令和５年度は『金蔵山古墳−範囲確認発

掘調査報告Ⅱ−』、『岡山市埋蔵文化財センター年

報23』、『岡山市埋蔵文化財センター研究紀要第16

号』、計３冊の報告書等を刊行しました。

　また、令和４年度に行われた発掘調査の成果を

紹介するため、令和５年11月１・２日（市庁舎１

階市民ホール）で出土遺物や写真パネルを展示す

る「埋蔵文化財発掘調査速報展」を開催しました。

このほか造山古墳で現地説明会を開催し、埋蔵文

化財センター講座、彦崎貝塚活用講座も開講して

います。

　また、足守藩家老杉原家の屋敷である旧足守藩

侍屋敷遺構、足守藩の大名庭園の近水園などの文

化財施設、灘崎歴史文化資料館、瀬戸郷土館の公

開活用を図っています。また指定文化財を中心に、

説明板や標識・標柱を設置することにより周知活

動にも努めています。
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表40　市内指定文化財数
（令和6年3月31日現在）

分　　類 種　　別 国　指　定 県指定 市指定 合　　計

財

化

文

定

指

財

化

文

形

有

物
造
建 建 造 物

8 16 26 50

（国宝 1） （国宝 1 ）

石 造 美 術 3 6 10 19

品
芸
工
術
美

絵 画 8 5 7 20

彫 刻 4 8 10 22

工 芸 品
31 35 9 75

（国宝 4） （国宝 4 ）

書 跡 典 籍 1 5 4 10

古 文 書 1 4 7 12

歴 史 資 料 2 2 7 11

考 古 資 料 2 5 4 11

無形文化財
各 個 認 定 0 0 0 0

保持団体等認定
（総合認定含む） 2 0 0 2

民俗文化財
有形民俗文化財 0 2 8 10

無形民俗文化財 1 4 5 10

記 念 物

史 跡 18 15 15 48

名 勝
1 1 0 2

（特別名勝 1 ） （特別名勝 1 ）

天 然 記 念 物
3 2 14 19

（特別天然記念物 2） （特別天然記念物 2 ）

定
選 選 定 保 存 技 術 0 0 1 1

伝統的建造物群保存地区 0 － － 0

合　　　計 85 110 126 321

登 録 有 形 文 化 財 79 － － 79

重 要 美 術 品 9 － － 9

（　）内は国宝・特別名勝・特別天然記念物の内数。　　　　　　　　　　　　　　　　　資料　教育委員会文化財課

表40　市内指定文化財数
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表41　埋蔵文化財関係届出・通知等の件数

92条 
調査の届出 
※１

93条 
発掘の届出 
※２

94条 
発掘の通知 
※３

96条 
発見の届出
・通知　※４

99条 
調査の通知 
※５

100・102条 
出土物鑑査 
※６

試掘調査 
※７

125条 
記念物現状
変更　※８

総計

※９平成24年度 2 163 32 0 4 5 25 49

※９

280

平成23年度

平成25年度 3 216 47 0 2 7 23 40

※９

338

平成26年度 4 229 28 2 4 6 20 36

※９

329

平成27年度 3 217 29 1 5 7 19 70

※９

351

平成28年度 2 252 42 0 4 5 18 80

※９

403

平成29年度 3 262 42 0 3 6 22 64

※９

402

平成30年度 4 235 22 0 3 3 15 64

※９

346

令和元年度 1 348 46 0 3 5 17 77

※９

497

令和２年度 2 417 26 0 4 5 21 70

※９

545

令和３年度 2 494 35 0 4 8 19 86

※９

646

令和４年度

令和５年度 4 558 62 0 6 8 12 92※９ 742

1 491 53 0 2 6 16 81 650

※１　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第92条。
※２　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第93条。
※３　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第94条。
※４　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第96条･97条。
※５　平成12年度に文化財保護法改正に伴い、98条の２から58条の２に改正。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度
　　　より第99条。 
※６　平成９年度に中核市に権限委任。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第100条･102条。
※７　平成９年度から58条の２適用。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第99条。
※８　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第125条。
※９　文化財保護法第168条の２（各省庁の長以外の国の機関が記念物等の現状変更をしようとする場合の文化長官の同意を求
　　　めるための協議）を含む。

6 1 34 0 3 8 27 70※９ 336

表41　埋蔵文化財関係届出・通知等の件数
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※１　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第92条。
※２　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第93条。
※３　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第94条。
※４　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第96条・97条。
※５　 平成12年度に文化財保護法改正に伴い、98条の２から58条の２に改正。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度

より第99条。
※６　平成９年度に中核市に権限委任。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第100条・102条。
※７　平成９年度から58条の２適用。平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第99条。
※８　平成16年文化財保護法改正に伴い、平成17年度より第125条。
※９　 文化財保護法第168条の２（各省庁の長以外の国の機関が記念物等の現状変更をしようとする場合の文化長官の同意を求

めるための協議）を含む。
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図43　埋蔵文化財関係届出・通知件数
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図43　埋蔵文化財関係届出・通知件数
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地球温暖化の現況１

Ⅺ  地球温暖化対策

　地球温暖化とは、人間の活動に伴い二酸化炭素

など大量の「温室効果ガス」が大気中に排出され

ることにより、地球の平均気温が上昇する現象を

いいます。「京都議定書」では、６種類の温室効果

ガス（二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化

二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、

パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF6））

を削減対象として指定されました。その後、2015

年4月に地球温暖化対策の推進に関する法律が改正

され、三フッ化窒素（NF3）が温室効果ガスの種類

として追加されています。

　地球温暖化が進行すると、気候システムのエネ

ルギーバランスが崩れて異常気象の頻発や、海水

の膨張や氷河の融解による海面上昇を引き起こす

と予測され、自然生態系や生活環境、農作物など

へ及ぼす悪影響が懸念されています。

　実際、2001～2020年において、世界の平均気温

は約0.99℃上昇しています。さらに、向こう数十

年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの

排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温

暖化は1.5℃及び2℃を超えると予測されています。

（気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評

価報告書より）これに対し、2015年11月～12月に

かけてフランスのパリで行われたCOP21では、「パ

リ協定」が採択され、2016年11月には採択から一

年以内という異例の早さで発行されました。協定

には、産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑

える目標が明記され、1.5℃未満に抑えることも努

力目標として掲げられました。196の条約締結国・

地域が全て参加する枠組みで、対策の進み具合を

評価し、目標を5年ごとに見直す仕組みも設けられ

ています。また今世紀後半に排出量と森林や海に

よる吸収量とのバランスを取り、排出量実質ゼロ

を目指すこととしています。

　また、スウェーデンの環境活動家など、若者た

ちが具体的な行動を各国政府に迫る運動が活発化

する中、EU（欧州連合）が、温室効果ガスの排出

量を2050 年に実質ゼロにする目標に法的拘束力を

持たせる「欧州気候法案」で合意したほか、中国では、

2060 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

する目標が表明されました。

　昨今では、2020 年に発生した新型コロナウイル

ス感染症に伴う経済活動の停滞により、同年にお

ける世界のエネルギー需要は、前年と比べ4.3％減少、

温室効果ガス排出量は5.1％減少しました。今後の

世界経済の回復にあたっては、今までの社会に戻

すのではなく、地球温暖化対策や SDGs を同時に

実現し、持続可能な社会への転換をめざす「グリー

ン・リカバリー」が注目されており、国連はパリ

協定の削減目標等と同様にその推進を強く求めて

います。

　こうした中、日本では、2016 年5 月に「地球温

暖化対策計画」が策定され、温室効果ガス排出量

を2030 年度に2013 年度比26.0％削減するという中

期目標が掲げられました。また、2019 年6 月に策

定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長

期戦略」では、最終到達点としての「脱炭素社会」

が掲げられ、2020 年10 月の首相所信表明演説に

おいては、2050 年に温室効果ガス排出量実質ゼロ

をめざすことが表明されています。さらに、2021 

年4 月には、政府から2030 年度までに2013 年度比

で46.0％削減するという新たな目標が示されました。

　一方、岡山市から排出されている温室効果ガス

排出量を試算すると、2013年647.6万ｔであり、部

門別では産業部門が全体の33.6％と最も高く、以

下民生業務部門（24.8％）、運輸部門（20.9％）、民

生家庭部門（14.7％）が続いています。また、現

況のまま将来も推移していくと想定した場合の将

来推計値は、2030年で673.7万ｔであり、全体とし

て4.0％増加することが見込まれます。

　このため、岡山市における地球温暖化対策につ

いては、令和3年度に見直しを行った「第２次岡
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図44　岡山市の温室効果ガス排出量推移
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地球温暖化対策２

山市環境基本計画」及び「岡山市地球温暖化対策

実行計画」において、基準年とする2013年の温

室効果ガス排出量に対して2025年で27.9% 削減、 

2030年で46% 削減を目標とし、産業、業務、家庭、

運輸、廃棄物の各部門で、同計画に示された具体

的な施策に取り組み、市民協働で環境負荷の少な

　地球温暖化対策の推進のためには、地域のきめ

細かな環境行政の担い手である地方公共団体がイ

ニシアティブを発揮することが不可欠です。特に、

岡山市は、中小事業者や住民との地域における最

も身近な基礎自治体として、地域の自然的社会的

条件を徹底的に分析し、主として、地域住民への

教育・普及啓発、民間団体の活動の支援といった、

地域に密着した、地域の特性に応じた最も効果的

な施策を、市民、事業者等と連携し進めていく必

要があります。

（１）  市民共同発電事業
　これは、地球温暖化等の地球環境問題対策の一

つとして注目されている「再生可能エネルギーの

導入」に、市民と市が協働して取り組むことにより、

い持続可能な社会づくりをすすめていく必要があ

ります。

再生可能エネルギー施設の普及促進や市民等への

周知を図ると共に、市民と市が協働して進める地

域づくり等のモデルケースとすることを目的とし

たものです。

　今までに、NPO 法人が平成14年に中山認定こど

も園に太陽光発電設備や太陽熱給湯設備を、平成

19年には錦認定こども園に太陽光発電設備を、平

成22年に福渡保育園に太陽光発電設備を、平成23

年度には岡山市立瀬戸町図書館に太陽光発電設備

を、平成24年度には建部認定こども園に太陽光発

電設備を設置しました。市は、設備設置場所を無

償貸与し、太陽光発電設備からの発電量に応じた

電気料金相当分を NPO 法人に交付金として交付し

ています。また、岡山市市民協働推進モデル事業

として平成28年度に岡山市立岡輝公民館と岡山市

図44　岡山市の温室効果ガス排出量推移
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立岡西公民館、平成29年度に岡山市立一宮公民館

に太陽光発電設備を設置しました。これら設備を

利用した普及啓発・環境教育を行っています。また、

NPO 法人が行う環境教育活動を必要な範囲内で支

援しています。

（２）  ライトダウンキャンペーンの実施
　岡山市を含む岡山連携中枢都市圏の８市５町に

おいて、公共施設や家庭、事業所の消灯を呼びか

ける、「一斉ライトダウンキャンペーン」を実施し

ました。この「一斉ライトダウンキャンペーン」

は、消灯を通じて、省エネ意識を高め、地球温暖

化防止につながる取組を継続的に実践していただ

く契機とすることを目的として実施されているも

ので、令和５年６月21日から７月７日までの期間

に可能な範囲での消灯を呼びかけました。特に夏

至の日の６月21日と七夕で「クールアース・デー」

でもある７月７日の午後８時から午後10時までの間、

ふれあいセンターや消防署など29ヵ所の市有施設

でライトダウンを実施し、一斉消灯による地球温

暖化対策に取り組みました。

　各家庭や事業所に対しても、不要な照明の消灯

によるキャンペーンの参加とその報告を広く呼び

かけるとともに、市役所筋沿いの事業所、グリー

ンカンパニー活動参加事業所等に一斉消灯を呼び

かけました。キャンペーンの期間中、多くの家庭

や事業所から参加報告をいただき、市域全体とし

て大きな成果をあげることができました。

（３）  公用電気自動車等の導入
　現在、日本における運輸部門の CO2排出量は、

全体の17.4％を占めており、産業部門に次いで多

くなっています。また、家庭からの CO2排出量の

23.0％が自動車から排出されていることから、自

動車対策が重要な柱となっています。

　岡山市では、地球温暖化対策や省エネルギー対

策への取り組みについて、広く市民の理解を深め

てもらうため、平成21年度に電気自動車の導入を

開始し、令和５年度までに電気自動車39台、プラ

グインハイブリッド車1 台、燃料電池自動車１台

を導入しています。

　この電気自動車等は通常業務で使用するとともに、

環境の講習会等で普及啓発用としても使用してい

ます。

　電気自動車等の普及に向けた率先取組みとして、

今後も継続的な導入を行います。

（４）  市有施設への再生可能エネルギーの導入
　再生可能エネルギーの利用や地球温暖化対策を

推進するには、市民・事業者・行政の協働が必要

です。そこで、岡山市では、市民にとって分かり

やすい太陽光発電設備等を設置することで、市域

全体を牽引していくため、市役所全体が連携して

市有施設へ太陽光発電設備等を計画的・効果的に

導入することを目指し、平成23年度に「岡山市市

有施設への太陽光発電設備等導入方針」を定めま

した。

　この基本方針では、太陽光発電設備・電気自動

車・電気自動車用充電設備・市民共同発電事業・

「エコ通り」推進事業について、「特に優先して導

入する施設」と「導入の検討対象となる施設」に

関する基準を設けています。

　岡山市の太陽光に恵まれた特性を活かし、太陽

光発電システムの普及を促進するための率先した

取組みとして、令和５年度には、藤田児童館等７

施設へ太陽光発電設備を設置しています。

　 ま た、平 成26年 度 は、災 害 時 等 に 太 陽 光 発

電設備で発電した電気を非常用電源として使用

することによる分散型電源の確保及び行政財産

の有効活用を図るため、屋根貸しを行いました。

既存の市有施設9施設について、発電を行う事業

を実施する事業者を公募したところ、４施設に

ついて事業提案があり、うち瀬戸町カヌー艇庫、

承芳ふれあい広場、建部浄化センターの３施設

を採用しました。

　今後も、市有施設への太陽光発電設備等の「見

える化」を図り、家庭等への太陽光発電設備費の

助成と合わせて、市域全体での再生可能エネルギー

等の普及促進を進めていきます。
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（５）  スマートエネルギー導入促進補助事業
　岡山市は、低炭素型の都市の実現に向け、市内

の住宅・事業所へのスマートエネルギー化に資す

る機器の導入に対する補助を平成27年４月から実

施しています。

①住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業

　令和５年度は住宅への太陽光発電システム（新

築設置：補助金上限額10万円　既築設置：補助金

上限額15万円）、強制循環型太陽熱利用システム

（補助金上限額５万円）、自然循環型太陽熱利用シ

ステム（補助金上限額３万円）、エネファーム（補

助金上限額15万円）、蓄電池（補助金上限額15万円）、

HEMS（補助金上限額２万円）、窓断熱（補助金上

限額10万円）、電気自動車等（EV 普通乗用車補助

金上限額15万円、EV 小型・軽乗用、EV 普通・小

型・軽貨物、PHEV 補助金上限額10万円）、燃料電

池自動車（補助金上限額50万円）、V2H（補助金上

限額15万円）、ZEH（補助金上限額50万円）の導入

に対し、3,048件の補助を行いました。

②事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業

　令和５年度は事業所への太陽光発電設備（補助

金上限額100万円）、ガスコージェネレーションシ

ステム（補助金上限額150万円）、LED照明器具（補

助金上限額40万円）、高効率空調機器（補助金上限

額60万円）、エネルギー管理システム（補助金上限

額100万円）、電気自動車等（EV 普通乗用車補助金

上限額15万円、EV小型・軽乗用、EV普通・小型・

軽貨物、PHEV 補助金上限額10万円）、燃料電池自

動車（補助金上限額50万円）、蓄電池（補助金上限

額 家庭用：15万円、産業用50万円）、強制循環型

太陽熱利用システム（補助金上限額50万円）、ZEB

（補助金上限額500万円）、電気自動車等用充電設備

（補助金上限額15万円）の導入に対し、216件の補

助を行いました。

（６）  ゼロカーボン研究会の開催
　岡山市を含む岡山連携中枢都市圏の８市５町に、

産学、他の連携中枢都市圏を交え、ゼロカーボン

シティの実現に向けた具体的な取り組みについて

調査研究を行うことを目的とした、ゼロカーボン

研究会を開催しました。令和５年度は、令和５年

５月25日、７月25日、10月13日、11月19日、令和

６年１月17日の計５回、自治体関係者や民間事業

者など延べ204名が参加し、市民・事業者の行動変

容支援、地域裨益型の再エネ活用策、循環型社会

の推進等について研究しました。

（７）  適応策普及啓発事業
　地域において気候変動対策（緩和策・適応策）

を推進するフロントランナーを育成することを目

的に、「気候変動対策おかやま塾」を開催し、23名

の参加者が全３回の講座を受講しました。

（８）  太陽光発電設備等共同購入事業
　太陽光発電設備等により一層の導入拡大を目指し、

「太陽光発電設備等共同購入事業」を実施しました。

太陽光発電設備等の導入を検討している市民を集

め一括発注することで価格低減が期待できる事業

です。令和５年度は、岡山連携中枢都市圏の３市

３町（玉野市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、早島町、

吉備中央町）と共同実施し、全体で852件の参加登

録があり、そのうち108件が成約しました。

（９）  J- クレジット制度の活用
　各家庭における太陽光発電設備等の導入により

生み出された二酸化炭素削減量をまとめてクレジッ

ト化する取り組みを令和４年度から実施しています。

国の「J- クレジット制度」を活用し、環境価値の

見える化を実現すると同時にクレジットとして売

却等の活用も見込めます。

なお、個々の施策については、それぞれ別に記載

していますので、そちらをご参照ください。

○　岡山市環境保全行動計画（→P100）

○　岡山市環境パートナーシップ事業（→P80）

○　環境家計簿モニター活動（→P80）

○　地球環境問題ポスターコンクール（→P86）
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環境にやさしいまちづくり1

Ⅻ すべての人の参加による環境づくり

（１）  環境家計簿モニター活動
　地球温暖化を防止するため、家庭のエネルギー

使用量（電気、ガス、水道、灯油、ガソリン、軽油）

を調べながら、省エネのくらしを広げる事を目的に、

環境家計簿活動を展開しています。

　令和５年度には（財）おかやま環境ネットワー

クと合同で「環境家計簿カレンダー2024」を1,100

部作成しました。毎月、省エネの工夫や環境問題

に関する知識等が掲載されており、環境家計簿活

動参加申込者等にカレンダーを配布しました。

（２）  岡山市環境パートナーシップ事業
　地球温暖化問題をはじめとする現在の様々な環

境問題を解決していくためには、私たち一人ひと

りが身近なところから環境にやさしいまちづくり

に取り組むことが大切です。

　そこで、市では、市民や事業者の自主的な環境

保全活動をサポートするため、平成13年度から岡

山市環境パートナーシップ事業を実施しています。

　この事業の対象となる活動は、市民等が地域で

行う自主的な環境づくり活動（エコボランティア）

と、事業活動から発生する環境負荷を継続して低

減する活動（グリーンカンパニー）があり、さら

にいくつかの部門に分かれています。

　岡山市環境パートナーシップ事業の概要は以下

のとおりです。

①　エコボランティア活動
　地域や環境の問題に対する深い関心とこれを

改善する意欲を持ち、自発的に環境を保全・創

造する活動を実践する市民や団体等を「エコボ

ランティア」と位置づけ、それらの活動を支援し、

活躍できる場を用意するもので、以下の２部門

とします。

　ア． アダプトプログラム部門

　　　 　市民団体や事業者等のみなさんが、主に、

特定の市域内で実施する清掃や緑化、自然

保護活動等の自主的な環境づくり活動が対

象です。

　イ．地球市民部門

　　　 　市民団体等が、市域全体や地球全体の観

点から取り組む自主的な環境づくり活動が

対象です。

②　グリーンカンパニー活動
　原料の購入から廃棄物の排出・商品の販売等ま

で、自らの活動から発生する環境負荷を継続して

低減していこうとする事業所（公共機関を含む）

を「グリーンカンパニー」として位置づけ、それ

らの活動を支援し、すぐれた活動を市の内外に顕

彰していこうとするものです。平成18年２月から、

「ISO14001部門」と「エコアクション21部門」の

２部門を追加し、以下の４部門としています。

　ア．ISO14001部門

　　　 　組織の活動、製品・サービスが直接的又

は間接的に与える著しい環境影響や環境リ

スクを低減し、その発生を予防するための

環境マネジメントシステムの要求事項を規

定した国際規格である ISO14001の認証を取

得した事業者が、同規格に基づき実施する

活動です。

　イ．エコアクション21部門

　　　 　環境への取組を効果的・効率的に行うシ

ステムを構築・運用・維持し、環境への目

標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評

価し、公表する方法として環境省が策定し

たエコアクション21の認証を取得した事業

者が、同プログラムに基づき実施する活動

です。

　ウ．環境活動評価プログラム部門

　　　 　事業者が、自らの事業活動から発生する

環境負荷を継続して低減するため、環境へ

の負荷及び環境保全の取組について自己

チェックを行って作成した環境行動計画に
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表42　岡山市環境パートナーシップ事業登録団体
（令和6年３月31日現在）

岡山市環境
パートナーシップ事業

（1,197団体　49,206人）

エコボランティア活動
（370団体　14,474人）

アダプトプログラム部門（365団体　13,977人）

地球市民部門（５団体　497人）

グリーンカンパニー活動
（827団体　34,732人）

ISO14001部門（131団体　9,497人）

エコアクション21部門（12団体　416人）

環境活動評価プログラム部門（14団体　537人）

ステップアップ部門（670団体　24,282人）

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

基づき実施する活動です。

　エ．ステップアップ部門

　　　 　自らの事業活動から発生する環境負荷を

継続して低減するため、チェックリスト等

を利用して策定した具体的な取組事項の実

践に取り組む活動で、規模の比較的小さい

事業所等による活動が対象です。

表42　岡山市環境パートナーシップ事業登録団体
（令和６年３月31日現在）
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表43　令和５年度フォトコンテスト実績
名　　　　　称 応募期間 応募総数

いいかも！おかやまの自然
Instagramフォトコンテスト’23春 3/24～5/26 1,088

いいかも！おかやまの自然
Instagramフォトコンテスト’23夏 7/20～9/27 483

いいかも！おかやまの自然
Instagramフォトコンテスト’23冬 12/20～2/20 398

環境教育・学習の推進２

（１）  環境学習の機会
①　岡山市・赤磐市・おかやまコープ
　　「龍ノ口トレッキングと自然観察隊」
　岡山連携中枢都市圏事業「水辺教室等環境教育

の推進」の一環で、河川の繋がりや生物多様性等

の理解向上を目的に、岡山市のこども達が、赤磐

市の子ども達と共に里山体験を行うイベントを実

施しました。

②　インスタグラムアカウント
　　「いいかも！生物多様性」
　本市における生物多様性保全の推進にあたっては、

その情報発信と収集が課題となっており、この課

題解決の一助とすべく、SNSの活用を企画しました。

このインスタグラムアカウントは令和３年度に立

ち上げ、フォトコンテストなどの投稿キャンペー

ンを行いながら、フォロワーの獲得につなげてい

ます。

③　連携協定成果報告会
　令和６年３月、公益財団法人岡山県環境保全事

業団との連携協定に基づく事業の成果を市民と共

有するための報告会を行いました。報告内容は「事

業内容と協定締結の背景」、「モニタリングの成果」、

「豊かな自然を活かした体験活動（蛍明小学校地域

学校協働活動推進員／みた農園）」で、Zoom を利

用して開催しました。

④　環境学習エコツアー
　岡山市内の小学生とその保護者を対象に、リサ

イクルの現場や企業の環境負荷低減の取組みを見

学してもらい、家庭での取組を促進するため実施

しています。令和５年度は、 岡山市西部リサイクル

プラザのリサイクル処理施設と、西日本アチューマッ

トクリーンの複合型産業廃棄物処分場を見学しました。

（２）  学校教育における環境教育
①　「岡山っ子育成条例」から
　平成19年度に、「岡山市市民協働による自立す

る子どもの育成を推進する条例（愛称：岡山っ子

育成条例）」を制定しました。この条例では、子ど

もたちが愛されていると実感できる家庭、学校園、

地域社会を実現し、市民協働による自立に向かっ

て成長する子どもの育成を目指しています。各学

校園では、すべての命を大切にすること、自他の

違いを理解し協調すること、自然や環境と調和し

ていくこと、また、自然や美しいものに感動する

心を大切にしていくことなどを通して、豊かな人

間性の育成に取り組んでいます。

②　各学校での取組
　学校では、社会科・理科・家庭科等の教科の中

での環境に関する学習はもちろんのこと、児童会

や生徒会、またボランティアクラブ・部活動・委

員会活動等の子どもたちが主体となった実践的な

活動を通して環境美化、環境保護等の活動に取り

組んでいます。

　また、「総合的な学習の時間」の学習として、現

代社会の大きな課題の一つである『環境』に関す

る課題を取り上げている学校もあります。その中

では、学校の外で、豊かな自然環境に触れたり、

地域の方、専門の方からの指導を受けたり、離れ

た学校間での情報交換を行ったりするなど、様々

な形での実践的な学習が展開されています。

　また、ESD（持続可能な開発のための教育）の

推進拠点となる「ユネスコスクール」には１高校、

16中学校、36小学校の計53校が認定を受けていま

す。これらの学校の中には、地域の基幹産業の一

つである農業をテーマに選び、農家にインタビュー

したり、農業体験をしたりするなど、環境教育に

つながる実践を行っている学校があります。

　こうした取組を通して、地球がかけがえのない

ものであることや、自然との「共生」なくして人

は生きていけないことを学んでいきます。

表43　令和５年度フォトコンテスト実績
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自然体験リーダー養成講座

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

（３）  次世代育成における環境教育
①　「自然体験リーダー養成講座」の開設
　自然体験が不足しがちな子どもたちのために、

自然の中で豊かな遊びを体験する機会を提供する

リーダー（指導者）が求められています。

　教育委員会は、平成８年度に「自然体験リーダー

養成講座」を開設し、各専門分野で活躍されてい

る方々のご協力のもと、養成講座を実施しています。

　同講座では、STEP １～３の３段階で実施してい

ます。STEP １では「まずは大人が楽しもう」とい

うテーマで、受講生が五感を使って様々な自然体

験を行い、自然に対する感性を高めました。STEP

２では「子どもたちに伝える術を学ぼう」という

テーマで、子どもたちを安全に自然の中へ導くた

めの知識や技術について、体験と座学で学びました。

STEP ３では、教育委員会（補助執行：岡山っ子育

成局の地域子育て支援課）・自然体験リーダーズク

ラブ主催の子どもを対象とした自然体験プログラ

ムにスタッフとして参加し、子どもにとっての自

然体験の価値を学びました。

　＜令和５年度　自然体験リーダー養成講座　

　　実施概要＞

STEP１　自然との出会い　

　　　　  ～まずは大人が楽しもう～

　　　　 10月14日（土）　　　 　　 …受講生８名

STEP２　身近な自然と子ども　

　　　　  ～子どもたちに伝える術を学ぼう～

　　　　 10月15日（日）、10月28日（土）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  …受講生６名

STEP３　自然体験プログラムを創ろう　

　　　　  ～子どもたちといっしょに自然の中へ～

　　　　 10月29日（日）、11月18日（土）、

　　　　 11月19日（日） 　　　　　 …受講生６名

　受講・修了者　６名

②　「自然体験リーダーズクラブ」の活動
　「自然体験リーダー養成講座」の修了生と指導者

の有志が、平成12年に「自然体験リーダーズクラ

ブ」を発足させました。「子ども」と「自然」が好

きな仲間が集まって楽しく活動しています。定期

的に実践活動について協議する会合を開くとともに、

活動状況を伝える会報「そよご」を毎月発行して

います。

　令和５年度の活動としては、各公民館主催の自

然・環境関係の講座や、小学校等でゲストティー

チャーなどとして市内各所で講師を務め、さまざ

まな自然体験プログラムを企画・実施しました。

また、「自然体験リーダー養成講座」のスタッフ

や講師として、事前の企画と体験活動の指導及び

講座の運営を行うなど、幅広い活動を展開してい

ます。

　（自然体験リーダーズクラブ）

　自然体験リーダー養成講座修了生及び講座講師

が会員で、子どもたちのために、子どもたちと同

じ目線で自然を楽しみながら自然の素晴らしさを

伝える活動を行っています。現在、20代～70代ま

での、約50人のメンバーが活動中。

　主たる活動として、月１回の定例会、公民館等

の施設で、環境講座やクラフト講座の講師をしたり、

クラブ主催事業を運営実施したりしています。
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自然体験リーダーズクラブの活動

③　公民館での環境学習について
　公民館では、５月30日の「ゴミゼロの日」に因み、

環境事業課の協力を得て「ゴミ減量・リサイクル

推進週間公民館講座」を全公民館（37館）で実施し、

約2,600人の参加がありました。

　公民館では取り組むべき重点分野の一つとして、

令和５年度も引き続き、「環境意識の高揚」を掲げ、

公民館で126事業を実施し、約8,900人の参加者が

ありました。特に、海ごみ対策の事業を各種団体

と連携した事業や、各公民館での魔法瓶回収を行

うなどSDGsの目標達成を意識した取組みも進めて

います。今後とも、ESDの視点を生かすことで日々

の暮らしと社会問題とのつながりに気づき、地域

課題について自らの行動によって解決に導くこと

のできる人々の育成をめざしています。

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —
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表44　令和4年度公民館環境関係講座一覧
番号 館名 講　座　名
1 操山 操花会・園芸教室
2 操山 おもちゃの病院
3 操山 本の交換会
4 操山 家庭からSDGs～もう迷わない収納～
5 岡南
6 岡南

「シンプル・エコ講座」（みつろうラップ、コンポストはフリー塾でカウント）
食器のリユースコーナー
公民館の畑で遊ぼう7 岡南

8 岡南 身体の中からきれいになれるかんたんエコレシピ
9 岡西 大野学区に生息する絶滅危惧種　ダルマガエルを観察しよう

12 岡西 お正月風寄せ植えづくり

10 岡西 暮らしと環境～エコライフのすすめ～
11 岡西 花植えボランティア

13 岡西 ゴーヤプロジェクト 2023
14 北 地球温暖化の話
15 北 園芸講座
16 北 星を見る会
17 北 持って帰られ～文房具
18 北 庭木の剪定講座
19 北 緑のボランティア
20 北 食器のリユースコーナー
21 西大寺 ダルマガエルを見守る会
22 西大寺 自然探検
23 西大寺 ハマウツボ観察会
24 西大寺 小中学によるフリーマーケット
25 西大寺 季節の寄せ植え
26 西大寺 530 もったいない市
27 上南 はじめよう！エコライフ
28 上南 わくわくふるさと観察隊
29 一宮 やさしいまち　いちのみや
30 一宮 一宮おもちゃの病院（ごみ減量・リサイクル事業含む）
31 一宮 いちのみや SDGs 講座
32 一宮 カラーサンドで楽しむ観葉植物
33 津高 ホタルを見る会
34 津高 天体観望会 in 津高
35 津高 津高生きもの調査隊
36 津高 門松づくり
37 津高 観葉植物の寄せ植えづくり
38 津高 少年自然の家の指導員と遊ぼう
39 津高 ごみ減量推進週間関連事業　フードドライブ・食器と古本の交換会
40 高松 高松水辺教室
41 高松 エンジョイエコライフ
42 吉備 スローライフでいこう
43 妹尾
44 妹尾 花を楽しむ

ごみ減量・リサイクル推進週間公民館行事「おもちゃの病院」

45 妹尾 園芸ボランティア
46 妹尾 子どもエコ教室
47 福田 子ども服のリユース会
48 福田 公民館でゴーヤ育て隊
49 福田 安全・安心な生活を送るための整理・収納術
50 福田 親子で竹のおもちゃを作ってみよう
51 福田 カラーサンドで楽しむ観葉植物
52 上道 上道の自然を満喫しよう
53 上道 ごみ減量・リサイクル推進週間講座
54 上道 ESD･SDGsから地域の未来を考える会
55 興除 プロに教わるお掃除教室
56 興除 日用品ゆずりますコーナー
57 興除 こうじょ子どもエコくらぶ　興除★おもちゃの病院
58 興除 園芸講座
59 足守 ごみ減量・リサイクル推進事業おもちゃの病院inあしもり
60 足守 バードウォッチング（野鳥観察会）
61 足守 天体観測
62 足守 お魚観察会～地域の魚を観察しよう～
63 足守 季節の寄せ植え
64 足守 ちょっとの工夫で食品ロスを削減しよう！
65 藤田 ふじた園芸部
66 藤田 ESD春の花いっぱい運動
67 藤田 ごみ減量・リサイクル講座「おもちゃの病院」
68 藤田 食器と本のリユースコーナー
69 藤田 食品ロス削減取組講座

番号 館名 講　座　名
70 大元 季節の寄せ植えづくり
71 大元 自然とあそぼう 2023
72 東 スイッチＯＮ！えこらいふ
73 東
74 東
75 南 おもちゃの病院（ごみゼロ講座）
76 南 早春の寄せ植え
77 南 しぜんワクワク体験隊！
78 旭東 旭東自然調査隊
79 旭東 ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座「おとなの工場見学~東部クリーンセンターとは~」
80 旭東 園芸講座
81 操南 サルベージパーティ®
82 操南 四季のガーデニング講座　草花の育て方と庭づくり 
83 操南 フラワーサポート
84 操南 ごみ減量推進講座 おもちゃの病院
85 山南 ごみ減量・リサイクル推進講座「食器リユース市・文房具交換」
86 山南 自然保護活動
87 山南 野外活動講座
88 山南 環境整備ボランティア
89 福浜 身体の中からきれいになれるかんたんエコレシピ
90 富山 ESD　水とみどりのプロジェクト
91 富山 花の植え替え
92 富山 ど～すりゃ～ええ？プラスチック資源回収
93 芳田 食器のリユースコーナー
94 高島 川ガキ 2023
95 高島 アユモドキプロジェクト
96 高島 山ガキ 2023
97 高島 高島おもちゃの病院
98 京山 岡山KEEP
99 京山 食器のリユース
100 京山 池田動物園の秘密を探せ！SDGsツアー
101 京山 京山アグリプロジェクト
102 京山 フラワーボランティア
103 光南台 ごみ減量・消費生活講座
104 光南台 寄せ植え教室
105 光南台 クリーンアップ光南台連携事業
106 御南西 楽しい園芸教室
107 御南西 海ごみゼロを目指して私達にできること
108 旭 楽しい園芸教室
109 旭 あさひ★子どもエコ教室
110 旭 ごみ減量・リサイクル推進週間事業
111 東山 東山★親子でしぜん体験
112 東山 東山みんなdeごみゼロ作戦（ごみゼロ）
113 東山 東山花壇花咲加志隊
114 岡輝 くらしの環境学
115 岡輝 もったいないまだ使える品活用【ゴミゼロ事業】
116 岡輝 実践！ガーデニング講座
117 岡輝 食品ロス削減講座
118 御津 御津ふるさと探検隊
119 灘崎 今日からはじめるエコ宣言！
120 灘崎 ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座「シネマ&トーク」
121 建部町 食器交換会・服の交換会

123 建部町 旭川かいぼり調査
122 建部町 食品ロス削減講座

124 瀬戸 瀬戸町生きもの探偵団
125 瀬戸 私と社会にいい暮らし講座
126 万富 ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座「エコクッキングに挑戦」
127 万富 夏休み小学生体験講座（生き物探検隊）
128 万富 アユモドキ稚魚観察会

ごみ減量・リサイクル推進講座「百間川清掃ウォーク」
花と緑でつながる園芸講座

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

表44　令和５年度公民館環境関係講座一覧
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自主的な活動への支援３

（４）ポスターコンクール
◇地球環境問題ポスターコンクール
　地球環境の現状や身近な視点から地球にやさし

く住みよい環境をつくるための方法などについて、

岡山市内の小学校４年生から中学校３年生の児童・

生徒にポスターを描いてもらうことにより地球環

境問題に対する市民意識の高揚を図ることを目的

として、岡山市、岡山市教育委員会、（公財）岡山

県環境保全事業団及び岡山 ESD 推進協議会の共催

で実施しました。

　令和５年度は、小学校14校、中学校10校から570

点の応募があり、市長賞小学生の部に芳泉小５年

　平成20年度から「岡山市ホタルの里」事業を発

展させた「身近な生きものの里」事業を展開して

います。

　この事業では、岡山市内の身近な野生生物をシ

ンボルとして、地域住民、土地所有者等の主体的

な活動により、それぞれの地域の特性に応じた環

境づくりを図ることができると認められる地域を、

住民団体からの申請に基づき、身近な生きものの

里として認定しています。

　現在、「身近な生きものの里」に認定され、地域

で保全活動が行われているのは、足守、大井、下高田、

奥山華音さん、市長賞中学生の部に高島中２年川

口結葵さんが選ばれ、他79作品が岡山市議会議長賞、

岡山市教育長賞、（公財）岡山県環境保全事業団理

事長賞、岡山 ESD 推進協議会長賞、特選及び入選

に選出されました。

　入賞作品は３月20日から３月31日まで岡山市立

中央図書館２階視聴覚ホール前展示コーナーに展

示され、市長賞中学生の部に選ばれた佐伯さんの

作品は令和６年版岡山市環境白書の表紙に採用さ

れました。また、令和５年度の市長賞等５賞10作

品は、岡山市のごみ収集車に掲示し啓発活動を推

進しました。

福谷、高島・旭竜、今谷、曹源寺、山南、室山、竹枝、

宇甘西、豊、灘崎、龍泉寺、千種、大野、観音寺用水、

小串、御津母谷、西大寺浜、吉備の中山、建部大田、

高松、辛香、富山、操山、阿部池の27地区で、地

域住民の保全活動に対し、活動資材の提供などの

支援を行っています。

　それぞれの地域では、さまざまな取組によって、

生物の生息環境の保全が図られています。一方で、

活動団体構成員の高齢化や、ホタル、湿地植物等

を鑑賞する際のマナーの悪化などの課題が生じて

います。

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —
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情報の提供４

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

（１）普及啓発冊子
　令和５年度に以下の冊子等を作成し、啓発・学

習資料として学校、公民館、家庭に配布しました。

「環境家計簿レポート」（1,000部）

「環境家計簿カレンダー」（1,100部）

「岡山市環境白書」（325部）

「身近な生きものの里パンフレット」（1,000部）

（２）各種メディアを通した広報活動
○　市民のひろばおかやま

４月号  ごみに関する総合窓口（東区）の拡充（環

境事業課）

家庭ごみ有料指定袋と外装袋への広告募集

（環境事業課）

御津・建部地区の仮設便所のし尿収集（汲

み取り）金の変更（環境事業課）

合併浄化槽の設置補助（環境保全課）

いいかも！おかやまの自然 Instagram フォ

トコンテスト’23春（環境保全課）

第22回市長杯市民パークゴルフ大会（環境

施設課）

浅越スポーツパーク　パークゴルフ１日無

料開放&講習会（環境施設課）

５月号  大気汚染対策についてのお知らせ（環境保

全課）

いいかも！おかやまの自然 Instagram フォ

トコンテスト５入賞作品決定（環境保全課）

ZEH（ゼロエネ住宅）宿泊体験 in おかやま

参加者募集（ゼロカーボン推進課）

６月号  井戸の情報をお願いします（環境保全課）

一斉ライトダウンキャンペーン2023（ゼロ

カーボン推進課）

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業（ゼ

ロカーボン推進課）

７月号 会計年度任用職員（環境企画総務課）

有料袋減免申請開始（環境事業課）

環境学習エコツアー（ゼロカーボン推進課）

８月号 精霊送り「送りもの」について（環境事業課）

アメリカザリガニやアカミミガメを野外に

放さないで（環境保全課）

プラスチック分別回収の説明会（環境事業課）

使用済みステンレス製ボトルの回収（環境

事業課）

いいかも！おかやまの自然 Instagram フォ

トコンテスト’23夏（環境保全課）

有資格者による石綿調査が義務化（環境保

全課）

太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業（ゼ

ロカーボン推進課）

９月号  「ＥＳＤコーディネーター研修」参加者募集

（SDGs・ESD推進課）

無料教室「自宅でできる筋トレ教室」参加

募集（環境施設課）

10月号  晴れの国ブルースカイ事業のご案内（環境

保全課）

「岡山市 SDGs 推進パートナーズ」第２期登

録事業者募集（SDGs・ESD推進課）

ずっと先の未来を“今”描こう　感性をみが

き協心しよう　～カンキョー王国　おかや

ま　サードステージ～（環境保全課）

児島湖流域清掃大作戦（環境保全課）

食品マッチングサービス「ももったいない

岡山」（環境事業課）

11月号  「いいかも！おかやまの自然 Instagram フォ

トコンテスト」入賞作品展開催！（環境保

全課）

冬休みスイミング短期教室のご案内（環境

施設課）

12月号  井戸の情報をお願いします（環境保全課）

ごみ、し尿（環境事業課）

１月号  いいかも！おかやまの自然 Instagram フォ

トコンテスト’23冬（環境保全課）

家庭ごみの組成分析調査（中身の確認）を

行いました（環境事業課）

浅越スポーツパークパークゴルフ1日無料

開放&講習会（環境施設課）
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年始のごみ収集（環境事業課）

コート南　年末年始も営業します（環境施

設課）

会計年度任用職員募集（環境企画総務課）

２月号  連携協定成果報告会2024 聴講者募集～市内

の生きもの調査結果を知ろう～（環境保全課）

西部リユースぷらざ臨時休館（環境施設課）

３月号  春休みスイミング短期教室（環境施設課）

○　懸垂幕

　　４月～５月、12月～３月

　　　　　　　　 岡山市美しいまちづくり、ポイ

捨て禁止、路上喫煙禁止の啓発

　　６月～７月　 CO2削 減 ラ イ ト ダ ウ ン キ ャ ン

ペーン

　　11月～３月　 「プラスチック資源」分別回収開

始の啓発

　　２月　　　　省エネルギー月間

○　市政テレビ

　　・TSCテレビせとうち（みらいりんりんおかやま）

　　令和５年５月　　　 太陽光発電共同購入事業、

ZEH（ゼ ロ エ ネ 住 宅）宿

泊事業

　　令和５年９月　　　プラスチック分別

　　・ RSK 山 陽 放 送（桃 太 郎 の 岡 山 City か わ ら

版！） 

　　令和６年２月　　　プラスチック分別

　　・Oniビジョン （いきいきおかやま） 

　　令和５年５月　　　太陽光発電・ZEH等

　　・Oniビジョン （おかやま情報かわらばん） 

　　令和５年５月29日～

　　　　　　　　　　　 ZEH（ゼッチ）（ゼロエネ

住宅）宿泊体験

　　令和５年７月３日～

　　　　　　　　　　　 七夕ライトダウン in おか

やま2023

　　令和５年７月31日～　

　　　　　　　　　　　 家庭ごみ有料指定袋の減

免申請

　　令和５年８月14日～　

　　　　　　　　　　　 太陽光パネル・蓄電池の

共同購入事業

　　令和５年12月18日～　

　　　　　　　　　　　 年末・年始のごみ収集

　　令和６年１月29日～　

　　　　　　　　　　　 いいかも！ おかやまの自

然　Instagram フォトコン

テスト

　　令和６年３月４日～　

　　　　　　　　　　　 プラスチック資源の分別

回収

○　市政ラジオ

　　 ・レディオ MOMO（シティインフォメーショ

ンスクエア）

　　令和５年４月10日　 いいかも！おかやまの自

然　Instagram フォトコン

テスト‘23春

　　令和５年４月21日　 ZEH普及啓発事業

　　令和５年５月８日　 大気汚染

　　令和５年８月10日　 アメリカザリガニ・アカ

ミミガメの規制

　　令和５年11月22日　 「いいかも！おかやまの自

然　Instagram フォトコン

テスト」入賞作品展

　　令和６年１月26日　 いいかも！おかやまの自

然　Instagram フォトコン

テスト′23冬

　　令和６年２月23日　 プラスチック資源の分別

回収

　　・RSK山陽放送ラジオ（岡山くらしと市政）

　　令和５年６月13日　 一斉ライトダウンキャン

ペーン

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —
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岡山ESDプロジェクト５

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

　2005年（平成17年）1月から始まった「国連・

持続可能な開発のための教育（ESD：Education 

for Sustainable Development）の 10 年」を 受 け

て、岡山市では岡山市環境局環境部環境保全課を

事務局として、平成17年4月に「岡山地域『持続

可能な開発のための教育』推進協議会（岡山 ESD

推進協議会）」が立ち上がり、以降、様々な立場

の人々がそれぞれの場所で連携しながら ESD を推

進する「岡山 ESD プロジェクト」を行っていま

す。（現在は岡山市市民協働局市民協働部 SDGs・

ESD 推進課が事務局となっています。）平成17年

6月には国連大学から世界の6地域とともに世界

で最初の「持続可能な開発のための教育に関する

地域の拠点（RCE：Regional Centres of Expertise 

on Education for Sustainable Development）」のひ

とつに認定されました。（令和4年12月末現在は、

179地域に拡大）2014年（平成26年）に「ESD に

関するユネスコ世界会議」が開催され、その成果

を踏まえ、ユネスコでは「グローバル・アクショ

ン・プログラム（GAP）」（2015年～2019年）、「ESD 

for 2030」（2020年～2030年）を策定し、引き続

き ESD を推進していくことが示されました。これ

を受け、岡山市と岡山 ESD 推進協議会及び同協議

会に参加する各組織においては、「岡山 ESD プロ

ジェクト基本構想」を改定し、引き続き ESD の推

進に取り組んでいます。

　以下に岡山 ESD プロジェクトの事業概要を記し

ます。

（１）目　　的
　岡山地域と地球の未来について、共に学び、考え、

行動する人が集う岡山地域を実現すること、及び

岡山地域での ESD の取組を通して、世界中で、持

続可能な社会づくりの取組が定着し、経済・社会・

環境の各分野において調和のとれた、SDGsの達成

に繋がる持続可能な社会の実現に貢献することを

目指します。

（２）地　　域
　岡山市を中心とする地域を対象としますが、行

政区域にかかわらず岡山県内の河川流域・都市圏

などの広域における関連組織と連携を図り、ESD

を推進します。

（３）対　　象
　当該地域内に暮らす人たちを対象として ESD に

取り組む組織・団体の活動が対象です。また、持

続可能な社会づくりに関係する経済・社会・環境

のすべての分野の活動を対象とします。

（４）プロジェクトの内容
　①　岡山 ESD 推進協議会の運営
　地域内の教育機関・市民団体・事業者・マスメ

ディア・行政等の団体や組織で構成する岡山 ESD

推進協議会が中心となってプロジェクトを推進し

ています。協議会には、委員会・運営委員会・専

門部会があり、事業方針や事業計画を策定して構

成組織の活動を支援しています。

　②　 岡山 ESD プロジェクト参加団体の登録・活
動支援

　岡山地域で ESD に取り組む組織の中で、本プロ

ジェクトの趣旨に賛同する組織等を岡山 ESD プロ

ジェクト参加団体として登録し、支援しています。

令和５年度末では、381の組織が登録されており、

このうち38団体に助成金を交付しました。

　③　ユネスコスクール活動への支援
　岡山県内11校のユネスコスクール加盟高等学校

及びキャンディデート高等学校が連携して開催す

る交流会の支援を行いました。（参加者：88名）

　④　一般市民への啓発活動
　11月23日に「おかやま ESD フォーラム」、２月

10日に「SDGs海川フォーラム2024～持続可能な社
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会に向けて～」を開催したほか、２月９～14日に

岡山連携中枢都市圏の自治体の「河川・海ごみ回

収レポート」と「SDGs の取組」を展示した SDGs

パネル展を行い、マスメディアや各種行事で啓発

を行いました。

　⑤　他の RCE 等との連携・交流・情報交換
　第13回グローバルRCE会議（クアラルンプール）

に出席したほか、第15回アジア太平洋 RCE 地域会

議やユネスコ「ESD for 2030グローバルネットワー

ク（ESD-Net 2030）」などのオンライン会議に参加

しました。RCE 岡山が RCE アワード2023優秀賞を

受賞しました。また、国内RCE実務者会議に参加し、

RCE岡山の取組を報告しました。

　⑥　ユース・人材育成
　市民団体、企業、行政関係者等を対象に延べ４

日間「ESDコーディネーター研修」（参加者数：16

名）を実施しました。また、大学生を対象に「ESD

学生インターンシップ」事業（参加者数：14名）

を実施するとともに、ユースがSDGsを学ぶ「おか

やまSDGs　ユースの集い2024　SDGsクエスト」（参

加者数：36名）を開催しました。

　⑦　優良事例の顕彰
　国内外の地域コミュニティにおける ESD の優良

事例を顕彰する「ESD 岡山アワード2023」を実施

しました。

— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —
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— Ⅻ すべての人の参加による環境づくり —

表45　令和５年度岡山ESDプロジェクト活動支援助成金　事業団体一覧表45　令和５年度岡山ESDプロジェクト活動支援助成金　事業団体一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

穝子ども会

一般社団法人おかやまエコサポーターズ

就実・森の学校

支援の必要な子と親の会たんぽぽの会

音楽と朗読の会「金星音読団」

岡山市立少年自然の家ファミリー農園クラブ

ダフェプロジェクト

ネパールソサエティ岡山

ESD・SDGsから地域の未来を考える会

いろは邑

I&I

aSoViva～アソビバ～

一般社団法人コノヒトカン

岡山市京山地区ESD・SDGs推進協議会

NPO法人まんなか

おかやまエコマインドネットワーク

NPO法人国際協力研究所・岡山
（ICOI）

岡山まごころ給食審議会

エンドット

たけべ家おこしプロジェクト

手紡ぎの会ふわふわ

劇団公民館京山

カラフルキッズの会にじのね

INE居場所作りネットワーク

社会福祉法人藤花会

まちライブラリー奉還町

NPO法人グリーンパートナーおかやま

みんなのいっぽ
～子どもの晴れやかな成長を支援する会～

mama's color

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

岡山ユネスコ協会

Life is

みどりの映画会

NPO法人こくさいこどもフォーラム岡山

たねをまもる会おかやま

週末エウレカ

私の学校準備室Kodona

あかね空

遊んで実感！環境問題を自分ごとに捉えるための体験学習プロジェクト

旭川上流・下流の小学校の総合学習を基にした地域との連携による地域環境課題の改善

SDGsに資する里山の再生事業～南海トラフ地震対策にむけて（8）～

支援の必要な親子と社会をつなぐ音楽まつりプロジェクト

音楽と朗読の世界でつながるプロジェクト

岡山市立少年自然の家ファミリー農園クラブ

わがまちのESD×SDGs 2023

ネパールの女性のお祭り　ティーズ

私たちはどこから来て何処へ行くのだろう

人間関係・家庭教育を企業・団体に推進していく活動

リンクｗ/プロジェクト

親と子の学べるアソビバ～未来をみつめて～

インターネットラジオを活用して「社会貢献の輪」をつくろう！

SDGsに取り組むESDによる地域教育力育成事業

多世代でつながる！地域のえんがわプロジェクト2023

地域を活かす農業と食の安全

ICOI持続化チャレンジ事業～重点SDGs事業の質の向上を目指して～

親子で育てる無農薬・無化学肥料米づくり

エンドット

たけべ空き家活用プロジェクト

手紡ぎの会ふわふわ

映像作品「おもい・つなぐ・むすぶ」

カラフルな個性って面白い！世界を共有し、未来へ
（発達に特性を持つ子どもたち、大人たちの持っている力をより社会で発揮して行く
ための土台作りとしての情報共有や相談の場、自己理解や他者理解の場の提供）

国際親子クラブ Part2

介護についての正しい知識を広げるための普及・啓発事業

常設まちライブラリー事業

みんなの岡山一斉清掃～2023 旭川流域キックオフ清掃～

岡山ニューロダイバーシティプロジェクト　岡山からも『標準』を変えていく

親子で地域と繋がりはたらく場所作り

自然探検「こどもの森のしぜんとあ・そ・ぼ」

”ESD for 2030”岡山ユネスコプログラム2023

包括的性教育をもっと身近に！プロジェクト

社会の課題を学ぶ映画会

・第20期国際塾
・ESD Café URA 2023

種や食の安全に関する学習会

留学生による外国にルーツを持つ生徒への教科学習支援・多文化共生プログラム

子どもと大人で考える、生きたい社会のつくりかた～堀越けいにんさんお話会～（仮）

「うらじゃ」による持続可能な社会貢献

NO. 団　　体　　名 事　　　　　業　　　　　名
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第２次岡山市環境基本計画の概要１

XIII  施策の実施状況

安 全で快適に通行できるまちにしよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全・安心で快適に利用で

きる歩行空間の形成や、用

水路の安全対策を進めます。

放置自転車対策や違法駐

車対策を進めます。

ポイ捨てや路上喫煙の巡回指導や啓発、ボランティア

清掃の開催などにより、美しく快適なまちづくりを進

めます。

水 と緑の潤いのあるまちをつくろう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おかやまガーデンリング構

想に基づいて、良好な緑地

を保全します。

市民との協働により、まち

なかの緑化を進めます。

西川・枝川緑道公園を整備するとともに、イベント

空間の有効利用を促進し、身近に利用できる空間づ

くりを進めます。

歴 史・文化にふれる美しいまちにしよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

良好な景観の形成とともに、空家等対策計画に基づ

く空家対策を進めます。

優れた歴史・文化遺産を保全、

活用するとともに、市外へ

も積極的に情報発信してい

きます。

伝統文化の保存や文化・

芸術活動を支援します。

協 働して環境保全に取り組もう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政活動全般での環境保全活動に取り組みます。

「岡山市環境パートナーシップ事業」のエコボランティ

ア活動やグリーンカンパニー活動を支援し、普及拡

大に取り組みます。

環 境教育・環境学習に取り組もう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

操 山 公 園 里 山 セ ン タ ー、

環境学習センターめだか

の学校などの拠点となる

施設を有効利用するとと

もに、環境学習の機会を

充実していきます。

岡山市が先進的に取り組んで　　　　　　　　　　

きたESD（持続可能な開発のための教育）について、

取組の拡充や連携・協働の強化を図っていきます。

市民参加による環境保全の取組を進めていくため、

市民や事業者との連携を強化し、意識の共有を図っ

ていきます。

岡山市環境白書やホームページ、SNS などにより、

継続的に環境情報を提供していきます。

地球環境保全のため、国際協力や国際理解活動を支

援します。

環境目標（１）  市民協働による環境づくりと快適な都市環境が実現しているまち

— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —

高齢者や子どもに、やさしい環境を整えてほしいな！
市の環境情報について、難しい言葉を使わずに発信してほしい！
子どもたちへの環境教育を充実させて、さらに美しいまちづくりを託したい！
民間、行政、NPO等が協働していけるまちをめざそう！

市民の声

西川緑道公園

造山古墳

路上駐輪場

環境学習センター
めだかの学校

良好な緑の保全 快適な通行空間の整備

まちの環境美化と快適環境づくり

違法駐車等の防止まちなかの緑の創出

水と緑のプロムナードの形成

魅力ある都市景観の保全・形成 環境教育・環境学習の場と機会の提供

歴史的景観と文化遺産の保全・活用

市役所の環境保全行動の推進

市民・事業者の自主的・積極的な取組への支援

市民・事業者・行政のパートナーシップの強化

地球環境保全のための国際協力の推進

各主体の自主的な取組を促進していくための情報提供

地域の伝統文化の保存

ESD地域拠点事業の推進
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— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —

環境目標（２）  豊かな自然環境の保全と共生が実現しているまち

岡山市全体でもっと自然が増えてほしい！
生物多様性に富んだまちを維持したい！
キャンプができたり遊べたりする自然公園がほしいな！
自然と共生した品格のある美しい田園都市をめざそう！

市民の声

豊かな自然環境を守り育てよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地産地消や環境保全型農業を推進するとともに、遊休

農地の有効利用を図ります。

環境影響評価制度などにより、大規模な事業等に際して、

地域の特性に応じた、きめ細かい環境配慮を行います。

山地や丘陵地のまとまり

ある森林を確保するため、

保全地域指定などの規制・

誘導手法を進めます。

多 様な生きもののつながりを大切にしよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

野生生物の総合的な調査とともに、天然記念物ア

ユモドキの人工繁殖による系統保存や自然繁殖地

の拡大を図ります。

多様な野生生物の生息・生育地である森林や河川、

水路、湿地、農地などについて、市民協働により

保全を図ります。

希少な野生生物の保護を行うとともに、鳥獣被害

対策などに取り組みます。

自 然とふれあい親しもう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民が森林、里山・里海などの自然と気軽にふれあえ

る場を整備し、情報提供に努めます。

様々な自然体験プログラム

を提供するとともに、幅広

く参加してもらえるよう、

さらなる情報提供と啓発に

努めます。

龍ノ口 操山

地産地消バスツアー子ども食農体験

水辺環境の保全とともに、

情報提供の充実を図ります。

岡山市の多様な生きもの

←藤田公民館での自然観察会の様子
　�岡山市では、各地域の公民館単位でESDをテーマに
した取組が盛んに行われています。自然観察会もそ
の一つです。

水辺教室

水辺空間の保全 森林の保全

農地の保全

優れた自然等の保護

希少な野生生物の保全

多様な野生生物の生息・生育環境の保全

野生生物の適正な管理と保護

ふれあいの場の整備

ふれあいの機会の創出
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省エネルギーで低炭素な製品やサービス、ライフスタイル
を�“賢く選択”�することは、COOL CHOICE（クールチョイス）
と呼ばれています。
省エネ製品への買換えや、クールビズ
などがCOOL�CHOICEのひとつです。

— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —

環境目標（３）  賢い選択による低炭素化と地球にやさしい活動が充実しているまち

クリーンな電力を選択しよう！
新しく買う車は、環境に優しい車を選ぶよ！
岡山市の太陽光発電の普及率を日本一に！
グリーンカーテンや打ち水などの工夫で涼しく過ごすぞ！

市民の声

工場等における低炭素型・省エネルギー設備機器や、

再生可能エネルギーの導入を促進します。

事業所等における低炭素型・省エネルギー設備機器や、

再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、低

炭素型のビジネススタイルヘの転換を推進します。

暮 らしと産業の低炭素化に取り組もう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 住宅における低炭素型・省エネルギー設備機器や、

再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、

低炭素型のライフスタイルヘの転換を推進します。

ハザードマップの作成や、自主防災組織等の育成、

止水板設置助成などを進めます。

熱中症対策のための幼稚園への冷房設備の設置や

クールシェアの推進等とともに、感染症についての

情報提供や注意喚起などを行います。

災害時における市民生活への影響を小さくするため

のインフラ整備や、ヒートアイランド対策を進めます。

電気自動車や燃料

電池自動車など、

次世代自動車の普

及に向けた啓発を

進めるとともに、

超小型 EV の活用

可能性を検討しま

す。

家庭用燃料電池（エネファーム）等の普及拡大を図

ります。

ごみ収集車などでバイオ燃料を使用するとともに、

自動車燃料以外への導入についても検討を進めます。

フロン排出抑制法に基づいて、フロン類を使用して

いる機器の適切な管理を促進します。

建物の省エネルギー化・低炭素化を進めるとともに、

まちなかのLED化を進めます。

住宅や事業所においてエネルギーをつくり、ためて、

賢く使うことによるエネルギー利用の最適化・効率

化を推進します。

公共交通の利用を促進するとともに、自動車利用の

抑制・転換を進めます。　　　　　　　　　　　　

また、自転車利用を推進するため、コミュニティサ

イクル「ももちゃり」の運用を進めます。

低 炭素型まちづくりを進めよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生産者に対する熱中症対策の普及啓発や、農業気象

技術対策情報の提供を行います。

浄水施設の水源を分散させたり、市民に対して節水

を呼びかけたりします。

野生生物の生息・生育環境の保全と回復等に取り組

むとともに、鳥獣被害対策などに取り組みます。

気 候変動への適応策を進めよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　COOL 
CHOICE

岡山市では、太陽光発電システムや電気自動車等を導入
する場合の経費の一部を助成しています。

燃料電池自動車

産業における低炭素化の推進

業務活動における低炭素化の推進

低炭素な建物・まちづくりの推進

スマートエネルギーの普及

低炭素な交通施策の推進

農業・水産業分野に関する適応策の推進

水資源分野に関する適応策の推進

自然生態系に関する適応策の推進

自然災害に関する適応策の推進

健康に関する適応策の推進

市民生活に関する適応策の推進

次世代自動車の導入促進

水素エネルギーの普及

自動車用燃料の低炭素化の推進

フロン対策の推進

市民生活における低炭素化の推進
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— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —

環境目標（４）  安全な生活環境と循環型社会が実現しているまち

山・川・海をつなぐ「水」を守りたい！
ごみの減少のためシェアリングサービス（物品の共同利用など）を利用するぞ！
騒音、大気汚染のないきれいなまちをめざそう！
災害に強いまちになってほしい！

市民の声

き れいな水環境、健全な水循環にしよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市内河川等の水質の測定を継続して実施します。

雨水の地下浸透を高めるための植栽等に

取り組むとともに、水の再利用を促進し

ます。

下水道等整備の推進とともに、生活排水対策の啓発を図ります。

ご みの減量化と資源化に取り組もう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）

を進めます。

安 全で快適な生活環境を守ろう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

工場や事業場からの大気汚染、騒音・振動、

悪臭対策を進めます。　　　　　　　　　　

また、建物工事等に伴うアスベスト飛散防止

に対応するため、監視指導の徹底を継続します。

交通渋滞対策を進めるとともに、騒音低減効

果の高い舗装材の活用など、道路環境の改善

を図ります。

光化学オキシダントや微小粒子状物質（PM2.5）

の観測、監視を継続して実施するとともに、

市民へ的確な情報提供に努めます。

ピアノや犬の鳴き声などの近隣騒音、  野焼き

など、日常生活で起こる近隣公害の防止につ

いて意識啓発を進めます。

関係法令に基づいて、工場や事業場への規制・

指導を徹底するとともに、情報提供を通じて

市民の有害化学物質の理解を促進します。

廃棄物の不適正処理を防止するため、事業所への監視・

指導を進めます。また、最終処分量の削減などにより、

最終処分場の延命化を図ります。

不法投棄対策を強化し、不法投棄の未然防止やごみの適

正排出を推進していきます。

太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を積極的に推

進し、エネルギー源の多様化と分散化を図ります。

減 災と環境被害防止に取り組もう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域の防災面での課題などの情報提供や防災

知識の普及啓発を進めるとともに、事業者・

行政・地域などの連携による体制の整備を進

めます。

使用済みの油はリサイクルに
出しましょう。
バイオ燃料（BOF）に生まれ
変わります。

公共用水域の水質の把握

節水と地下水かん養の推進

家庭と工場・事業場の排水対策の推進

４Rの推進 工場・事業場等の発生源対策

自動車交通対策の推進

広域大気汚染対策の推進

都市型公害の防止

有害化学物質による汚染の防止

廃棄物の適正処理

不法投棄の防止

災害に強い環境基盤の整備

災害時の迅速・的確な環境保全対応
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表46　成果指標一覧

成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 令和5年度実績

公園・緑地の整備や緑化推進
の満足度

市民意識調査における公園・緑地の整備や緑化推進の満足
度向上 －

ごみのポイ捨て数 調査地点６か所におけるポイ捨て数（平均）減少 93個

屋外広告物モデル地区指定数 景観形成重点地区と連携した屋外広告物モデル地区指定数
（累計）増加 12地区

景観形成重点地区指定数 屋外広告物モデル地区と連携した景観形成重点地区指定数
（累計）増加 12地区

地区計画決定地区数 本市において地区計画を定めた地区数（累計）増加 21地区

街並み修景助成事業の実施状
況 街並み修景助成事業の実施件数（累計）増加 32件

文化財の親しみ度 １年間に本市の文化財にふれる市民の数の増加 93,131人

史跡指定地の増加と整備事業
の推進 国庫補助事業による史跡指定地候補数（累計）増加 ５か所

文化振興・歴史保存活用の満
足度 文化振興や歴史資源の保存に対する市民満足度向上 37.0%

文化活動を行う市民の割合 市民意識調査による過去1年間に文化芸術の鑑賞又は参加
をした市民 57.5%

地域環境教室の年間参加者数 自然体験プログラムへの年間参加者数の増加 9,950人

めだかの学校環境講座の年間
参加者数

めだか環境教室及び校外学習等の環境学習における年間参
加者数増加 257人

わくわく体験促進事業・親子
環境学習サマースクールによ
る自然体験や環境への理解の
深まり度

アンケート調査における、わくわく体験促進事業や親子
環境学習サマースクール参加後の意識変化割合の向上 
（上段：教育委員会、下段：地域子育て支援課） 100%

100%

自然体験リーダー養成講座修
了者の自然体験リーダーズク
ラブ登録者数

自然体験リーダー養成講座修了者の自然体験リーダーズク
ラブ会員への登録者数（延べ人数）増加 208人

公民館で開催される環境学習
講座の数 公民館における環境学習講座の年間開催数増加 130講座

エコ公民館　取組数
市民生活に身近な公民館での実践を通じて、講座生・来館
者・職員が一緒になって「エコ」活動への理解を深めてい
く取組を意識的に行う公民館の増加

37館

おかやまエコミュージアム
（地域まるごと博物館）への
参加人数

エコミュージアムへの年間参加者数増加 208人

第２次岡山市環境基本計画における成果指標一覧２

表46　成果指標一覧

— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —
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成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 令和5年度実績

全小学校区におけるESDの実
施率 年１回以上ESDを実施する小学校区の割合維持 100%

ESDプロジェクトの参加組織
数 地域全体におけるESDプロジェクトの参加組織数増加 381組織

市役所の事務事業から発生す
る温室効果ガス排出量をはじ
めとする環境負荷の低減

「岡山市環境保全行動計画」に定める各種目標値の達成 2013年度比で 
19.8%削減

愛の泉善行賞の表彰数 増加 11件

環境パートナーシップ事業に
参加する市民の割合 環境パートナーシップ事業に参加する市民の割合の向上 7.1%

環境パートナーシップ事業に
参加する事業所の数 環境パートナーシップ事業の登録事業所数増加 827事業所

用品特別会計におけるグリー
ン購入達成率

「岡山市グリーン購入基本方針」で定められている調達目
標の達成率向上 97.7%

農業用水路の浚渫・藻刈を実
施する地元組織数 用排水運営費の浚渫委託料の支出先数増加 155組織

リフレッシュ瀬戸内（海岸清
掃）の参加者数 宝伝・海水浴場の清掃者数増加

森林や原野の割合 市内における林野率維持 44.2%

107人

エコファーマーの認定者数 市内農家における県知事認定のエコファーマーの認定戸数
増加 42戸

アユモドキの実態調査対象地
域の拡大 アユモドキの実態調査対象地域の拡大 生息地

ホタルの生息地 定点調査地点18か所におけるホタル生息地点数維持 17か所

倉安川における自然石護岸の
整備事業進捗率

倉安川における自然石護岸の整備事業の計画的な進捗（事
業費ベース） 99.0%

身近な生きものの里認定地区
数 身近な生きものの里の認定地区数の増加 27地区

地域環境教室の年間参加者数
（再掲） 自然体験プログラムへの年間参加者数の増加 9,950人

自然体験・文化伝承に関する
公民館講座数

環境講座の中でも、自然体験や文化伝承などをテーマとし
た講座数の増加 86講座

市内の太陽光発電システム設
置容量 市内の太陽光発電システムの設置容量（累計）の増加 359千kW

市民共同発電所の箇所数 市民共同発電所の設置数（累計）増加 ８件

— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —
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成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 令和5年度実績

地球温暖化防止行動の実践度
（市民意識調査） 市民意識調査における地球温暖化防止行動の実践度向上

ライトダウンキャンペーン期
間中に市域で削減するCO2量 事業者及び市民からのCO2削減報告量の増加 21,239㎏‐CO2

市有施設への太陽光発電シス
テム設置件数（累計） 市有施設への太陽光発電システム設置件数（累計）増加 130件

JR岡山駅の１日あたりの乗降
客数 JR岡山駅の１日あたりの乗降客数増加 13.1万人

公用車への電気自動車の導入 公用車のうち電気自動車の台数（累計）増加 39台

公共の電気自動車充電設備の
設置基数 公共の電気自動車充電整備の設置基数（累計）増加 14基

児島湖の水質（COD） 環境基準（COD5.0㎎/L未満）の達成 8.6㎎/ℓ

海域の水質（COD） すべての測定地点における環境基準（COD）の達成 達成率　1/3

汚水処理人口普及率 汚水処理人口普及率の向上 86.1%

浄化用水導入量 非かんがい期における浄化用水の導入量増加 300千t/日

水路内緑化施設の整備箇所 水路内緑化施設の設置箇所（累計）増加 ３か所

事業場排水等の監視 排水等の監視事業場数の維持 330事業場

市民１人１日あたりのごみ排
出量 市民１人１日あたりの一般廃棄物の排出量減少 789g/人日 

（R4年度）

家庭系ごみの排出原単位 市民１日１人あたりの家庭系ごみの排出量減少 481g/人日 
（R4年度）

事業系ごみの排出原単位 市民１日１人あたりの事業系ごみの排出量減少 309g/人日 
（R4年度）

資源化率 一般廃棄物における資源化率向上 26.88%

埋立処分率 一般廃棄物における埋立処分率の低減 2.66%

建設廃棄物の再利用率 建設廃棄物の再利用率向上 98.4%

56.5%

建設発生土の利用率 建設発生土の利用率向上 98.8%

— ⅩⅠⅠⅠ　施策の実施状況 —
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成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 令和5年度実績

ダイオキシン類の環境基準 環境基準の達成 100%

騒音の環境基準 道路に面する地域以外の地域の環境基準の達成 75.0%

道路騒音・振動 要請限度の遵守 100%

大気汚染防止法の規制工場・
事業場に対する立入検査実施
率

年１回以上の立入検査実施率向上 10.9%

アスベスト飛散防止対策 アスベスト除去作業場所への立入調査件数割合の向上 100%

化学物質に対するリスクコミ
ュニケーションに取り組む工
場・事業場

環境保全協定の項目に取り入れた工場・事業場数（累計）
の増加 ３事業場

ダイオキシン類対策特別措置
法の規制工場・事業場に対す
る立入検査実施率

年１回以上の立入検査実施率向上 32.0%

有害物質使用特定施設への立
入調査達成率

有害物質使用特定事業場の構造の規制に関する立入調査達
成率向上 111%

土壌汚染対策法に基づく工事
工程ごとの立入調査数の割合

要措置区域等に対する工事工程ごとの立入調査数の割合向
上 133%

浸水対策実施済み割合 浦安・芳田排水区等の管渠・ポンプ場の施設整備（10年間
の目標整備面積約390ha） 47.0%

まちなかのホタルの生息地 中心市街地（定点調査６地点）におけるホタルの生息地点
数維持 ５か所

岡山ESDプロジェクト参加団
体によるワークショップの開
催件数

岡山ESDプロジェクト参加団体が岡山地域全体や地域コミ
ュニティの社会課題等を話し合うワークショップ開催件数
増加

31事業

身近な生きものの里認定地区
数 身近な生きものの里の認定地区数の増加 27地区

東部・西部リサイクルプラザ
来場者数 東部・西部リサイクルプラザへの年間来場者数増加 39,780人

ごみゼロ週間に公民館で開催
する関連講座への参加者数

ごみゼロ週間に公民館で開催する関連講座への年間参加人
数増加 2,668人

有害大気汚染物質の環境基準 環境基準の達成 100%
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計画の概要１

XⅣ 　岡山市役所の環境保全行動計画

　現在、地域や地球規模で起きている様々な環境

問題を解決していくためには、私たちの日常の社

会経済活動のあり方を見直し、地域から国際社会

まで、あらゆるレベルの組織、個人が互いに連携

して、持続可能な社会を構築していくことが必要

です。

　特に、市役所は、市域の中で最大規模の事業者・

消費者の一つであるとともに、地域活動に最も密

着した自治体であることから、地域のすべての主

体の環境保全への参加を牽引するため、率先して

市役所自らの事務・事業から発生する環境負荷の

低減に取り組む必要があります。

　平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」が制定され、地方自治体の事務・事業に

ついて、温室効果ガスの排出抑制のための措置に

関する計画（実行計画）の策定や公表、毎年の実

施状況の公表等が規定されました。

　岡山市では、平成13年６月に「岡山市環境保全

行動計画（第Ⅰ期）」（目標年度：平成17年度）を

策定し、市役所自らの事務・事業から発生する環

境負荷を継続して低減する取組を進めてきました。

その後、平成18年６月に改訂を行い、「岡山市環境

保全行動計画（第Ⅱ期）」（目標年度：平成22年度）

を策定し、環境負荷の低減に取り組んできました

が、さらに取組を強化していくことを目的として、

平成31年３月に同計画の改訂を行い、「岡山市環境

保全行動計画（第Ⅲ期）」（目標年度：令和７年度）

を策定しました。

　この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法

律第21条に基づき、都道府県及び市町村の事務及

び事業について策定が義務付けられている温室効

果ガス排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強

化のための措置に関する計画として策定したもの

であり、これに基づいて地球温暖化対策を含む幅

広い環境保全に向けた取組を推進しています。

（１）計画期間
　平成30年度から令和７年度まで。

（２）計画の対象範囲
　原則として市役所のすべての事務・事業とし、

出先機関等を含めたすべての組織・施設を対象と

しています。

（３）対象とする温室効果ガス
　地球温暖化対策の推進に関する法律に規定され

る７種類の温室効果ガスのうち、二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン

類の４種類の温室効果ガスを対象としています。

（４）基本方針
　少子高齢化・人口減少社会を見据えた都市構造

への転換、コンパクトでネットワーク化された都

市づくり、地域の防災・減災力に重点をおいた災

害に強い都市づくり、今後、急速に老朽化するこ

とが見込まれている公共施設等の計画的な予防保

全等の適切なマネジメントの実施などの岡山市に

おけるさまざまな課題を解消していく中で、複合

的に温室効果ガスを削減することで、地域のすべ

ての主体の環境の保全及び創造への参加を牽引し、

率先して市役所自らの事務及び事業から排出され

る温室効果ガスをはじめとした環境負荷の低減に

向けて、４つの基本方針を定め、同方針に基づく

具体的な取組を進めていきます。

１ ．省エネルギーの推進と再生可能エネルギー

の導入促進

・省エネ診断及び省エネ改修の推進

・再生可能エネルギーの導入促進

２．人と環境にやさしい交通体系の構築

・公共交通機関の利便性の向上

・次世代自動車の導入促進

— ⅩⅣ　岡山市役所の環境保全行動計画 —

※白書発行日の都合上前年度原稿を使用しています。

− 100 −



表47　温室効果ガス削減目標

平成25年度 令和７年度
基準年度

令和２年度
中間目標年度 目標年度

令和12年度
【参考数値】

排 　出 　量 205,454 175,449 157,086 141,627

削 　減　 量 ― △30,005 △48,368 △63,827

削 　減　 率 ― △14.6% △23.5% △31.1％

（単位：t-CO2）

温室効果ガス

３．循環型社会の構築

・４Ｒの普及拡大

・都市緑化・森林保全の推進

４．職員の意識向上と実践に向けた取組

・「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」の普及促進

・環境教育・研修の推進

・市役所全部署における取組

（６）計画の実施・運用について
　着実で効率・効果的な計画の推進を図るため、「岡

山市環境基本計画推進本部設置規程」に基づく、

市長を本部長とする環境基本計画推進本部におい

て、計画の進行管理や見直しを行うとともに、温

暖化対策推進委員会のもとで施策の推進を図ります。

（５）削減目標
　国の削減目標も考慮し、省エネ機器への更新や

再生可能エネルギーの導入などの各施策による削

減可能量の推計より、以下のとおり設定しました。

　また、計画に基づく取組の効果等を点検、評価

するとともに、全庁的に取組効果を共有し、継続

的に取組を推進するため、多層的な PDCA サイク

ルを取り入れた計画の推進を図ります。

表47　温室効果ガス削減目標 （単位：t-CO2）
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図45　 岡山市環境保全行動計画の推進体制

全庁的な行動目標、取組事項の設定
各局等における取組状況の評価

環境基本計画推進本部

温暖化対策推進委員会

局等の長
・指針の策定
・施策推進の総括
・実施状況の把握、点検・評価
・取組施策の見直し、改善方策の指示

事務局
（ゼロカーボン推進課）
・全庁的な取組内容の調節
・全庁的な取組状況の集約
・推進本部への報告
・推進本部指示事項の局等の
　主管課への報告

課相当組織
・課別行動計画の策定
・施策推進の総括
・施策実施状況の把握、点検・評価
・取組内容の見直し、改善方策の指示

局等の主管課
・取組施策・実施状況の取りまとめ
・効率的な事業実施のための調節等
・局長等及び事務局への報告等

岡山市環境総合審議会

報告 指示

指示

指示

状況報告

報告 指示 意見 報告

図45　 岡山市環境保全行動計画の推進体制
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表48　令和４年度温室効果ガス排出量等（前年度比）

項　　　目 R2 R3 R4 前年度比

温室効果ガス総排出量（t-CO2） 0.3%168,658168,228172,187

79,333

92,854

166,219

14,329

417

346

77,347

90,881

167,816

14,371

474

361

79,682

88,976

165,828

15,629

497

397

3.0%

△2.1%

△1.2%

8.8%

4.9%

10.0%

うち、一般廃棄物焼却施設を除くすべての
施設からの排出量（t-CO2）

うち、一般廃棄物焼却施設からの排出量
（t-CO2）

電気使用量（千kwh）

燃料使用量（CO2換算，t-CO2）

公用車等のガソリン使用量（kL）

公用車等の軽油使用量（kL）

　※　前年度比は令和４年度温室効果ガス排出量等の令和３年度比
　※　市役所全施設を対象とする。割合は四捨五入前の原数値により算出

計画の実施状況２

（１）令和４年度の実施状況
　　 （前年度（令和３年度）比）
　令和４年度は、第Ⅲ期計画に基づき、局等にお

いてそれぞれの組織の特性に応じた「行動指針」

を策定するとともに、課ごとに「行動計画」を策

定し、自らの事務・事業から発生する環境負荷を

①　温室効果ガス排出量等の実施状況
ア．温室効果ガス総排出量は、前年度（令和３

年度）比で0.3％増加しました。（図46参照）

一般廃棄物焼却施設を除くすべての施設から

の排出量は3.0% 増加しました。温室効果ガス

排出量の増加の要因として、前年度（令和３

年度）に完成した岡山北斎場の稼働による電

気使用量および都市ガス使用量の増加が一因

と考えられます。

　排出量の大きい主な施設の状況は、一部排

出量が増加している施設もありますが、全体

的には、減少から横ばいの傾向となっていま

す。今後、さらに市民・事業者と協働して、

ごみ減量化、資源化を推進していくことが求

められます。（図47参照）　

継続して低減する取組を行いました。また、昨年

度の実績を踏まえ、各課等が省エネルギー・省資

源などの対策を推進し、前年度（令和３年度）の

実績を指標に温室効果ガスの削減や効率的な資源

の使用に取り組みました。実施状況については次

のとおりです。（表48参照）

表48　令和４年度温室効果ガス排出量等  （前年度比）

※　前年度比は令和４年度温室効果ガス排出量等の令和３年度比
※　市役所全施設を対象とする。割合は四捨五入前の原数値により算出
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図46　温室効果ガス排出量の推移
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図49　電気使用量の推移
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灯油
0.8%
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0.0%

図48　温室効果ガス排出内訳（令和３年度）

図47　温室効果ガス排出量が大きい
上位10施設の推移

－

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

R2 R3 R4（年度）

東部クリーンセンター

当新田環境センター

岡南環境センター

三野浄水場

市場事業部

岡東浄化センター

旭東浄水場

市本庁舎 保健福祉会館

一宮浄化センター

旭西浄化センター

（t-CO2）

イ．電気使用量は、令和４年は日本の平均気温が

統計開始以降４番目に高かった影響もあり、エ

アコンの稼働率が増加しましたが、省エネル

ギータイプの設備の導入等が各施設で適宜実

施されており､ 1.2％減少しました。

　気候により電気の使用量は大きく増減する

こと、また、電気の使用による温室効果ガス

の排出量は全体で37.1％と大きな割合を占め

ていることから、今後、老朽化した消費電力

の大きい設備等の省エネルギー化改修等を積

極的に導入していくことが必要であると考え

られます。

　また、引き続き推進員・担当員が中心となっ

て、昼休み等の不必要な照明の消灯やＯＡ機

器等の節電対策の徹底を職員に呼びかけ、職

場全体として省エネルギー行動を強化してい

く必要があると考えられます。（図49参照）

図46　温室効果ガス排出量の推移

図49　電気使用量の推移

図48　温室効果ガス排出内訳  （令和４年度）

図47　 温室効果ガス排出量が大きい
上位10施設の推移
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図50　燃料使用による温室効果ガス排出量
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表49　資源使用量の推移

項　　　目 R2 R3 R4 前年度比

上水道使用量（千㎥） 2,282 1,838 2,647 　44.0%

コピー用紙使用量（千枚）＜Ａ４換算＞ 111,530 110,758 112,032　　　　    1.2%

冊子等の紙類使用量（ t） 913 494 569 　15.2%

　※　前年度比は令和４年度資源使用量の令和３年度比。

ウ．燃料使用による温室効果ガス排出量は、前

年に比べ、8.8%増加しました。（図50参照）

前年度（令和３年度）に完成した岡山北斎場

の稼働による電気使用量の増加が一因と考え

られます。

　気候により電気の使用量は大きく増減する

ことから、基本的には燃料使用量の削減に向

けて、今後、老朽化した燃料使用量の大きい

設備等については、積極的に省エネルギー化

改修を検討することが必要であると考えられ

ます。

　また、クールビズ、ウォームビズの徹底等、

職員一人ひとりの削減努力により、削減を進

めていく必要があります。

エ．公用車等のガソリン使用量は、業務量の増

加により車両の使用頻度が増えたため、前年

度比で4.9% 増加しました。今後、削減に向け

て、庁内向けのエコドライブ講習会の開催や、

電気自動車の普及拡大にさらに努めていくこ

とが必要と考えられます。

オ．公用車等の軽油使用量は、業務量の増加に

より軽油車両の使用頻度が増えたため、前年

度比で10.0% 増加しました。これは、BDF 車

両の老朽化等により軽油を使用する公用車が

増加していることが使用量増加の一因である

と考えられます。

②　令和４年度の資源使用量
　令和４年度は、第Ⅲ期計画の局等の「行動指針」

及び課等の「行動計画」に基づき、各課等が省エ

ネルギー・省資源等を推進し、前年度の実績を指

標にして上水道使用量等の削減に取り組んでいま

す。実施状況については次のとおりです（表49参照）。

図50　燃料使用による温室効果ガス排出量

表49　資源使用量の推移

※　前年度比は令和４年度資源使用量の令和３年度比。
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図51　上水道使用量
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図52　コピー用紙使用量
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図53　冊子等の紙類使用量
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ア．上水道使用量は、組織的に節水に取組んだ

ものの、前年度比で44.0%増加となりました。

今後も、組織的な節水、漏水等の定期点検の

実施に努めることが必要と考えられます。

イ．コピー用紙の使用量は、両面印刷、裏紙使

用や2in1印刷等により削減に努めましたが、

前年度比で1.2% 増加しました。今後も、ミス

コピーの防止、裏面利用の徹底、文書管理シ

ステム等の利用によるペーパーレス化の促進

はもとより、大量の紙を使用している業務に

ついては、その運用方法を見直す等、全庁を

あげた取組が必要と考えられます。

ウ．冊子等の紙類使用量は、ホームページや

SNSによる電子データでの情報公開等により、

削減に努めましたが、前年度比で15.2% 増加

となりました。今後も、市民サービスの向上

に努めつつ、電子データでの情報公開等を活

用していくこととし、作成する場合には、配

布先の精査により必要最小部数を発行する等、

削減に向けた対策の徹底が必要と考えられます。

（２）各課等の具体的な取組状況
　岡山市の環境保全行動計画の推進に当たっては、

それぞれの組織特性を踏まえて取り組むため、各

課等で、環境保全行動の「取組項目チェックシート」

に基づいて「課別行動計画」を策定しています。

　実施結果の概要は以下のとおりで、各課等で取

り組んだ項目の平均は25項目であり、評価点（５

段階）の平均は4.3でした。分野別では「廃棄物対

策」が高いという結果でした。（表50参照）

図51　上水道使用量

図52　コピー用紙使用量

図53　冊子等の紙類使用量
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表50　令和４年度の環境保全行動の取組結果

環境負荷のための対策 各課で取り組んだ 
項目の総数

自己評価 
（５段階）の平均点

（１）省エネルギー対策 1,202

1,890

539

505

675

214

5,025

205

25

4.3

4.3

4.5

4.2

4.3

4.1

4.3

（２）省資源対策

（３）廃棄物対策

（４）グリーン購入対策

（５）公用車による自動車公害防止対策

（６）その他の取組

全　　　　体

対象組織数

平均取組項目数

　各課等で取り組む項目の中では、「各職場の最終

退出者は、必ずすべてのＯＡ機器の電源断、照明

の消灯を確認し退出する。」（省エネルギー対策）

や、「コピー機やプリンター等のトナーカートリッ

ジは、回収･リサイクルを徹底する。」（廃棄物対策）

などの平均点が、4.5以上の評価であり、良好に実

施されていました。一方、「タブレット・プロジェ

クターを利用するなどし、ペーパーレスで会議を

開催する。」（省資源対策）、「ＯＡ機器等を、外出

等により長時間使用しない際は、電源をこまめに

切る。なお、退庁時及び出張時にはＡＣアダプター

をコンセントから抜く。」（省エネルギー対策）な

どは、平均点が４未満であり、実施状況に課題が

ありました。（表51 参照）

表50　令和４年度の環境保全行動の取組結果

— ⅩⅣ　岡山市役所の環境保全行動計画 —

− 107 −



表51　各対策項目における実施状況

対策項目
実施状況が特に良好な項目 実施状況に課題がある項目

平均点が4.5以上 平均点が4.0未満

省エネルギー
対 策

◆特に配慮が必要な施設等を除き、原則、庁舎等の
空調の温度管理は、冷房28℃、暖房19℃を目安
とし、クールビズやウォームビズを励行する。

◆OA機器等を、外出等により長時間使用しない
際は、電源をこまめに切る。なお、退庁時及
び出張時にはACアダプターをコンセントから
抜く。

◆スイッチ付きのOAタップを利用する等、不要
な待機電力のカットに努める。

◆各職場の最終退出者は、必ずすべてのOA機器の
電源断、照明の消灯を確認し退出する。

◆電気ポットやコーヒーメーカー等の多電力消
費機器は、沸騰後速やかにプラグを抜き、保
温機能を使わないなど、使用上の工夫を行
う。

◆残業時や休日出勤時の執務室の照明は、必要箇所
以外は点灯しない。

◆会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続
的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切ると
ともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペー
スの照明は消灯する｡

省 資 源 対 策

◆コピー用紙の使用量を月単位で把握・記録する。 ◆タブレット・プロジェクターを利用するなど
し、ペーパーレスで会議を開催する。

◆紙類専用の回収ボックスを各課に設置し、ミスコ
ピー用紙や不要となった用紙をすべて収集し、リ
ユースやリサイクルに努める。

◆ファイルや書類ホルダーは、表題を変えて再利用
する。

◆書類等の保存には、セキュリティに充分留意
し、電子媒体を積極的に活用する。

◆会議やイベントでペットボトル飲料を提供しな
い。

◆文書管理システム等によりペーパーレス化を
推進するとともに、電子化の徹底により資料
の共有化を図る。

◆弁当の購入に際して、原則としてリターナブ
ル容器（再使用可能な容器）を利用すること
とし、庁舎内での使い捨て弁当容器の廃棄を
禁止する。

廃 棄 物 対 策

◆分別回収ボックスを事務室等に適切に配置し、ス
チール・アルミ缶、ペットボトル、ビン及び雑紙
も含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を
徹底する。

◆コピー機やプリンター等のトナーカートリッジ
は、回収 リサイクルを徹底する。･

◆OA機器や家電製品、自動車等を廃棄物として処
理する際は、関係法令の規定に基づき、適正に処
理・リサイクルを行う。

◆公民館講座や町内会及び小中学校への出前講
座を積極的に実施し啓発に努める。

◆市民に対し、広報紙やホームページ及び新
聞、テレビ等マスコミを活用して、循環型社
会の構築に関する情報提供に努める。

◆家庭から排出される「生ごみ」を削減するた
め、市民に対し生ごみ処理機やコンポスト容
器の積極的な利用を呼びかける。

公用車による
自 動 車 公 害
防 止 対 策

◆急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物
の積載をしない等、エコドライブに努める。

◆給油等の機会を利用して、タイヤの空気圧の
点検を行い、燃費の向上を図る。

その他の取組 ―

◆照明器具は、適正な時期での交換を実施する
とともに、LED照明等の高効率機器へ更新す
る。

◆自動販売機の設置台数の見直しに加え、省エ
ネ型への転換や稼働時間の短縮、消灯等の適
正な運転管理を設置者に要請する。

◆深夜電力の活用が有効な場合は、深夜電力利
用機器の導入に努める。

　今後の温室効果ガス排出量の削減のためには、

職員一人ひとりの環境意識の向上と取組の徹底が

ますます必要となってくることからも、組織の特

性に応じて、課題のある項目を所掌する担当員を

任命し、取組率の向上を図るための具体的な手順

を定め、それを職場全体に周知する等の対策を強

化していく必要があります。

　一方、各課等における取組項目数については、

岡山市環境保全行動計画の推進手順で定められて

いる10項目以上取り組んでいる課等は、全体の

97％と良好に実施されています。（図54参照）
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図54　各課等での取組項目数
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（３）「岡山市もったいない運動」の取組状況
　本市では、「もったいない」を合い言葉として、

全職員と市民、事業者が参加と協働により、環境

に配慮したライフスタイルや環境保全活動の輪が

市内全体に広がっていくことを目指す、「岡山市もっ

たいない運動」を推進しています。

　令和４年度においては、次の各事項に取り組む

ことにより、市役所自身の環境保全行動の一層の

徹底を図りました。

①「もったいない運動」の取組強化
　各課等の単位で、エネルギー・コピー用紙使

用量及び可燃ごみ排出量の、月単位での把握・

記録・報告を行い、自主的に資源・エネルギー

の削減を行う取組を「もったいない運動」として、

平成19年度より行っています。従来はすべての

組織・施設における取組強化を先導するため、

重点的に推進体制の強化を図る施設（重点取組

施設）として本庁舎、分庁舎及び保健福祉会館

並びに温室効果ガス排出量の多い18施設を指定

して取組を行って来ました。

　平成22年度から、この取組を市役所の全ての

組織に拡大し、取組の強化を行っています。

　また、平成30年度から、とくに増加傾向にあ

るコピー用紙使用量の削減を推進するため、定

期的に使用量を確認し、都度、使用方法の見直

しを行うこととしました。

②庁内放送による啓発
　環境月間である6月に庁内放送によって、業務

に使用していない照明・パソコン等の電源切断

や、クールビズ、ウォームビズによる省エネル

ギー、また、コピー用紙の両面使用や消耗品は

必ず使い切る等の省資源を徹底するよう職員に

呼びかけました。

（４）組織や項目別の主な取組
① ESCO 事業
　ESCO 事業は、市有施設での省エネルギーを

推進する有効な手法と考えられ、平成21年度に

実施した岡山市 ESCO 事業導入可能性調査に基

づき、岡山ふれあいセンターで事業を実施する

ことに決定し、事業者の公募及び選定を行いま

した。平成23年度に改修工事を行い、平成24年

4月からサービスを開始しています。令和３年度

の実績報告として、エネルギー使用量を29.9％

削減、光熱水費を17,850（千円）削減しました。

また、会陽の里においても、平成24年度に事業

者との契約、改修工事を実施しました。

②グリーン購入
　岡山市では、環境物品等の購入を積極的に推

進することにより、市自らが発生させる環境負

荷を低減させ、持続的発展が可能な循環型社会

図54　各課等での取組項目数
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の構築を目指すため、平成14年度に「グリーン

購入基本方針」を策定し、特定調達品目及びそ

の判断基準等の見直しを毎年度行っています。

③ 市有施設における再生可能エネルギー導入
状況

　岡山市では平成28年度に「第2次岡山市環境基

本計画（改訂版）」を策定し、市有施設への太陽

光発電システムの設置件数を成果指標に設定し

ています。市有施設への率先導入による「見え

る化」を図り、太陽光エネルギーの普及をめざ

しています。令和４年度末における再生可能エ

ネルギーの導入件数は、123件となっています。

④職員の環境意識の向上
    （様々な機会、手法による情報提供に努めた）
　職員一人ひとりの環境意識の向上のため、次

の事項に取り組みました。

ア 　省エネや省資源等の取組強化に関する庁

内放送の実施

イ 　庁内ＬＡＮを利用した環境行動に関する

情報の提供

ウ 　職員階層別研修時における環境保全研修

の実施（新規職員研修）

エ 　各課等の推進員等を対象とした全庁的な

環境保全研修の実施

オ 　職員を対象としたエコドライブ講習会の

実施
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〜【参 考】〜

　各局室において取り組むべき環境保全行動の実施に関する指針

●危機管理室
　１　ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。

　２　コピーやプリンター用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。

　３　夏季にはブラインドなどにより日射をさえぎり、冬季には自然光を積極的に取り入れる。

　４　「市有施設において職員が使用した弁当容器の処分方針」に基づき、リターナブル容器を利用する。

　５　急発進・急ブレーキ・空ぶかし・不要物の積載防止等、エコドライブに努める。

　６　雑紙も含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を徹底する。

●市長公室
　１　“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期に合わせた服装にする。

　２　各職場の最終退出者は必ずすべてのＯＡ機器の電源断、照明器具の消灯を確認し退出する。

　３　 複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２in１印刷とする。

　４　 文書のやりとりには、庁内LAN（掲示板・ライブラリ・E-mail）を積極的に活用し、むやみなプリン

トアウトを避ける。

　５　目的地や走行経路の渋滞状況を勘案し、合理的な走行ルートの選択に努める。

●総務局
　１　 クールビズやウォームビズを励行するとともにブラインドやカーテンを適切に利用し、冷暖房効果を

高める。

　２　 昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・

プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。

　３　 ミスコピーの防止に努め、複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則

として両面コピー・両面印刷・２in１印刷とする。

　４　 コピー・プリンター用紙を使用する際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。

　５　 ごみの分別や、資源化物のリサイクル回収を徹底する。

　６　 急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物の積載をしない等、エコドライブに努める。

●政策局
　１　 コピーやプリンター用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で両面コピー、両面印刷、２in１印刷と

する。また、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。

　２　雑紙も含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を徹底する。

　３　使い捨て製品の使用を避け、詰め替え可能な製品の購入を積極的に行う。
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●財政局
　１　昼休み・残業時は、必要箇所以外の照明を消灯し、不要なOA機器の電源を切る。

　２　 コピー用紙使用量を削減するため、印刷する際は原則として両面コピー・両面印刷・２in１印刷とし、

業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を利用する。

　３　 スチール・アルミ缶・ペットボトル、ビン及び雑誌も含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を

徹底する。

　４　使い捨て製品の使用を避け、詰め替え可能な製品の購入を積極的に行う。

　５　急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物の積載をしない等、エコドライブに努める。

●市民生活局
　１　健康に支障のない限り、近くの階は階段を使用し、エレベーターの使用を抑制する。

　２　 複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２in１印刷とする。

　３　文書管理システム等によりペーパーレス化を推進するとともに、電子化の徹底により資料の共有化を図る。

　４　 分別回収ボックスを事務室等に適切に配置し、スチール・アルミ缶、ペットボトル、ビン及び雑紙も

含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を徹底する。

　５　文房具及び事務用品等の購入は、再生材を使用している製品を積極的に購入する。

●市民協働局
　１　 室内の電気等の使用量削減を目指し、就業前後・昼休み等の不要な照明を消灯し、パソコンの電源を

切るなどの省エネルギー対策を徹底する。

　２　 購入する事務用品及び外注印刷物等については、可能な限り「岡山市グリーン購入基本方針」の判断

基準を満たすものを選択する。

　３　コピー用紙使用量削減に向け、両面コピー、裏面活用、コピー機設定の確認等の省資源対策を徹底する。

　４　ごみの分別を徹底し、リサイクル回収に努める。

　５　“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時季に合わせた服装にする。

●北区役所
　１　 就業終了時刻２時間後の時点で執務している職員は、再度、周りの状況を点検し、不要な照明及び

ＯＡ機器の電源を切る。

　２　 昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・

プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。

　３　ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。

　４　売店等で物品等を購入する際は、マイバッグを持参し、レジ袋等の使用を控えるよう努める。

●中区役所
　１　 両面コピーや不要になった用紙の裏面活用をしたり、会議にはプロジェクターを活用したりするなど、

コピー用紙使用量の削減を図る。

　２　 ノーネクタイや重ね着といった”COOL BIZ（クールビズ）”や”WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期

に合わせた服装にする。
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　３　近距離の出張は、自転車や徒歩により行う。市外出張は公共交通機関等を利用するよう努める。

　４　マイバッグを持参し、レジ袋を受け取らないようにする。

●東区役所
　１　始業前、昼休憩等に照明を消す。

　２　両面印刷、2 in 1 印刷、裏面再利用等によりコピー用紙の使用量節減に努める。

　３　ごみの分別を徹底する。

　４　クールビズやウォームビズ等、時季に合わせた服装にする。

●南区役所
　１　省エネルギー

　　・昼休み、残業時において、不要なスペースの照明は支障のない範囲で消灯する。

　　・施設の冷暖房については、利用者に配慮しながらも、過度な運転にならないように温度管理を行う。

　　・クールビズやウォームビズ等、時期に合わせた服装にする。

　２　省資源

　　・用紙使用量の削減のため、両面コピーや不要になった用紙の裏面活用を積極的に使用する。

　３　公用車による自動車公害防止対策

　　・公用車利用の際は、不要なアイドリングを停止・急発進・急ブレーキ等、エコドライブに努める。

　４　職員の意識向上

　　・ 各職員が日常的に環境保全に対する取り組みを意識するように、各職場において、朝礼、掲示等によ

る周知を行う。

●保健福祉局
　１　省エネルギー対策

　　・ 庁舎、施設でのエネルギー使用量の節減に努める。

具体例・・・不要な照明の消灯、使用後のＯＡ機器等の電源断。時間外勤務の縮減に努める。

各施設や設備等の管理している部署は、一層の運転方法の改善を図る。

クールビズやウォームビズ等、時季に合わせた服装にする。

健康に支障のない限り、近くの階は階段を利用する。

窓や出入り口の開放禁止などにより、冷暖房効果を高める。

　２　省資源対策

　　・事務、事業活動を行う中で、紙、消耗品等の使用の削減に努める。

具体例・・・両面コピー、裏面コピーによるコピー用紙使用量の削減

文書管理システムの電子起案を利用し、ペーパーレス化の推進

文具消耗品の適切な在庫管理を行い、余分な在庫を保管しない。

文具消耗品は必ず使い切るようにする。

物品を購入する際は、マイバッグ持参を心掛ける。

　３　廃棄物対策

　　・庁舎、施設で発生する廃棄物の削減に努める。

具体例・・・分別回収、リサイクル回収、不用品活用掲示板の活用
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備品は、修繕等により、長時間利用を心掛ける。

弁当は、リターナブル容器を利用する。

　４　もったいない運動に基づく取組強化・徹底

　　・コピー用紙使用量の確実な把握

具体例・・・ 重点取組施設は、システムへの確実な入力。それ以外の部署は、調査票への確実な入力。

コピー用紙が増加している場合は、その理由を点検

●岡山っ子育成局
　１　省エネルギー対策

　　・ 特に配慮が必要な施設等を除き、原則、庁舎等の空調の温度管理は、冷房28℃、暖房19℃を目安とし、

クールビズやウォームビズを励行する。

　　・ 昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・

プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。

　　・健康に支障のない限り、近くの階は階段を使用し、エレベーターの使用を抑制する。

　２　省資源対策

　　・ 複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２in１印刷とする。

　　・コピー・プリンター用紙を使用する際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。

　　・ 紙類専用の回収ボックスを各課に設置し、ミスコピー用紙や不要となった用紙をすべて収集し、リユー

スやリサイクルに努める。

　３　廃棄物対策

　　・マイカップ・マイボトル・マイ箸を使い、ごみを減らす。

　４　グリーン購入対策

　　・文房具及び事務用品等の購入は、再生材を使用している製品を積極的に購入する。

　５　公用車による自動車公害防止対策

　　・不要なアイドリングの停止を徹底する。

　　・急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物の積載をしない等、エコドライブに努める。

　　・近距離の移動は、自転車や徒歩により行う（片道２km 以内）。

●環境局
　１　 執務室の照明は、始業前、昼休み、残業時等において、不要なものは消灯するとともに、ＯＡ機器不

使用時の電源の切断をする。また、最後に退出する者は、電気の消灯等の確認をするなど節電に努める。

　２　 コピー機等使用に際しては、ミスコピーの防止に努め、両面コピーを原則とし、コピー用紙の節約に

努める。プリンター印字では、事務的にさしつかえない場合は、使用済み用紙の裏面に印字し、紙を

無駄にしないように努める。

　３　 文房具及び事務用品等の購入は、使い捨ての製品の使用を避け、詰め替え可能な製品の購入を積極的

に行う。

　４　 ごみの分別を徹底し、リサイクル可能なものがごみとして排出されないようにする。

　５　 自動車の運転については、経済速度を遵守し、不要なアイドリングを停止し、急加速急発進等を行わ

ないで、無駄な燃料の消費を避けることはもちろん、仕業点検等により、常に公用車を良好な状態に
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することにより、排気ガス等の排出を抑制するよう努める。

●産業観光局
　１　クールビズやウォームビスなど、時季に合わせた服装を心がける。

　２　昼休み、残業時等の不要な照明の消灯、ＯＡ機器不使用時の電源の切断により節電に努める。

　３　ミスコピーの防止に努め、可能な限り両面コピー、両面印刷及び使用済み用紙の裏紙使用を実施する。

　４　会議資料の簡素化、資料の電子化、ファイリングシステムによる資料の共有化で省資源対策に努める。

　５　事務用品等の購入時には、再生材を使用しているものやリサイクル可能な製品を積極的に購入する。

　６　車の運転時には不要なアイドリングを停止し、経済速度による走行に努める。

　７　事務用品の無駄遣いをせず、最後まで利用する。また、丁寧に扱い、長期再利用に努める。

●都市整備局
　１　省エネルギー対策

　　・ 昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・

プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。

　２　省資源対策

　　・ 複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２in１印刷とする。

　３　廃棄物対策

　　・家庭や外食での食べ残しをなくし、食品ロスを減らす。

　４　公用車利用対策

　　・急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物の積載をしない等、エコドライブに努める。

　５　その他の取組

　　・廊下等については、利用箇所の実態や照度の確保等を勘案した上で、不要な照明の間引きや消灯を行う。

●下水道河川局
　１　省エネルギー対策

　　・ 昼休み・残業時間等の不要な照明の消灯を徹底するとともに、廊下等については、不要な照明の間引

きや消灯を行う。また、近くの階への移動については、階段利用を奨励する。

　　・ＯＡ機器電源の不使用時におけるこまめな切断を行う。

　　・水処理施設等の改築や運転の効率化による省エネルギーを推進する。

　２　省資源対策

　　・ コピー用紙使用量の削減に向け、両面コピー、裏面コピー、コピー機設定の確認等の省資源行動を徹

底する。

　３　廃棄物対策

　　・雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別・リサイクルを徹底する。

　　・市有施設において職員が使用する弁当容器は、リターナブル容器とする。

　　・下水汚泥のリサイクルを徹底する。

　４　自動車公害防止対策

　　・ 公用車の経済的・効率的利用を図り、公共交通機関の利用が合理的な時はこれによるとともに近距離
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の出張は、自転車や徒歩により行うよう努める。

●会計管理室
　１　 昼休みや残業時に、執務室の不要な照明・ＯＡ機器の消灯に努める。また、執務室の最終退出者は、

消灯確認を行う。

　２　 原則、両面コピーとする。積極的に裏紙を再利用し、印刷前のプレビュー確認によりミスプリントの

防止に努める。

　３　グリーン購入法に適合する事務用品の購入に努める。

　４　リサイクル可能なごみの分別を徹底する。

●水道局
　１　 特に配慮が必要な施設等を除き、原則、庁舎等の空調の温度管理は、冷房２８℃、暖房１９℃を目安

とし、クールビズやウォームビズを励行する。

　２　ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。

　３　 コピー機の使用時の確認と使用後のリセットなどによりミスコピーの防止に努めるとともに、印刷ミ

スを防ぐため、パソコンから印刷する際には、プレビュー画面で確認する。

　４　 分別回収ボックスを事務室等に適切に配置し、スチール・アルミ缶、ペットボトル、ビン及び雑紙も

含めた紙類などの資源化物のリサイクル回収を徹底する。

　５　 ＯＡ機器や家電製品、自動車等を廃棄物として処理する際は、関係法令の規定に基づき、適正に処理・

リサイクルを行う。

　６　急発進加速・急ブレーキ・空ぶかし・不要な荷物の積載をしない等、エコドライブに努める。

●市場事業部
　１　 太陽光発電システムの設置、ＬＥＤ照明への変更（ローエナジー管理棟）の効果を最大限に発揮する

ため、省エネルギーに配慮して、時期に合わせた服装をし、不要なＬＥＤ照明の消灯、ＯＡ機器不使

用時の電源切断等により、更なる節電に努める。

　２　 ミスコピーの防止に努め、可能な限り両面コピー、両面印刷を実施する。また、古紙パルプ配合率が

高い再生紙を積極的に使用する。

　３　ゴミの分別・リサイクルをより一層推進する。

　４　 電気自動車を優先的に使用するほか、公用車の運転時にはエコドライブによる走行に努める。また、

電気自動車急速充電器（無料、２４時間充電可能）の利用促進ＰＲを行い、電気自動車普及に貢献する。

●消防局
　１　昼休み・夜間において消灯・ＯＡ機器の電源を切る等、省エネルギー対策に努める。

　２　ごみの分別を徹底し、リサイクル回収に努める。

　３　印刷物の作成は必要最低限とし、両面コピー・裏面活用し、省資源行動に努める。

　４　公用車の運行に際しては、不要なアイドリングを停止し、燃料消費量の抑制に努める。

　５　 文房具・事務用品は、責任者が適切な在庫管理を行い、使用者は必ず使い切る。
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●議会事務局
　１　 議会棟内の電気等の使用量削減のために、就業前後・昼休み等の不要な照明の消灯を出来る限り実施

する。

　２　 事務局内において、コピー・印刷のために使用する用紙量の削減のために、両面コピーや裏面活用の

励行、事前に必要部数の確認を行い無駄なコピー等を行わないようにするなど、省資源化に向けた努

力を日常的に実施する。

　３　 古紙・段ボールなどの再資源化が可能なものの分別や、缶やビンのリサイクル回収を徹底し、局内で

発生する廃棄物総量の削減を目指す。

　４　省エネ運転の励行や、可能な限りの公共交通機関等の利用により、自動車による公害を極力防止する。

　５　 環境に関する研修会等の機会の積極的な活用、職員個々の自己研鑽による環境情報の会得など、職員

の環境意識の向上に向けた取り組みを推進する。

●選挙管理委員会事務局
　１　省エネルギー対策の取り組み

　　・昼休み、事務室内の未使用スペースの照明の消灯、パソコンの電源を切る。

　２　省資源対策の取り組み

　　・ミスコピーやミスプリンターの防止に努める。

　　・コピーの使用を極力抑える。

　３　廃棄物対策の取り組み

　　・雑紙に分類処理できる紙ゴミのリサイクル回収を徹底する。

　４　グリーン購入対策の取り組み

　　・事務用品の購入時に、古紙パルプ配合率やリサイクル度を確認して利用する。

　５　公用車による自動車公害防止対策の取り組み

　　・目的地が近距離ならば、なるべく公用自転車を利用する。

　　・停車時は必ずエンジンを切る。

　６　職員の環境意識の向上の取り組み

　　・環境保全の情報を職員に周知し、環境意識の共有化を図る。

●監査事務局
　１　昼休み、就業時間外の事務室内の照明は消灯する。

　２　クールビズ、ウォームビズを自ら励行する。

　３　 複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２in１印刷とする。また、会議資料等は必要部数のみ印刷する。

　４　コピーやプリンタ用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。

　５　省エネルギー対策・省資源対策等、環境保全への取り組みに努め、職員の環境意識向上を図る。

●人事委員会事務局
　１　執務室内の照明は、昼休みや業務終了後、業務に支障がある場合を除き消灯し、節電に努める。

　２　「ノー残業デー」を徹底し、就業時間以降の消灯、節電に努める。

　３　 専用の回収ボックスを設置し、ミスコピー用紙や不要となった用紙を収集し、リユースやリサイクル
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に努める。

　４　雑紙などの資源化物の分別を徹底する。

　５　 文房具及び事務用品等の購入は、可能な限り「岡山市グリーン購入基本方針」の判断基準を満たすも

のを選択する。

　６　“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期に合わせた服装にする。

●農業委員会事務局
　１　ごみの分別を徹底し、雑誌などの資源化物がごみとして排出されないようにする。

　２　昼休み・残業時の不用な照明の消灯等、節電を徹底する。

　３　 コピーや印刷物の作成に際しては、両面コピー、両面印刷に努めるほか、使用済み用紙の裏面活用や

ミスコピー紙のリサイクルなど、省資源を徹底する。

●教育委員会
　１　省エネルギー

　　・執務室の照明は、昼休み・残業時において、不要な箇所は消灯する。

　　・出先施設の冷暖房については、利用者に配慮しながらも、過度な運転にならないように温度管理を行う。

　２　省資源

　　・用紙使用量の削減のため、両面コピーや不要になった用紙の裏面活用を積極的に行う。

　　・印刷前のプレビュー確認を行うなど、ミスコピー防止に努める。

　　・ 文具等の消耗品については、課ごとに一括管理するとともに、使い切るまで使用を徹底する。

　３　職員の意識向上

　　・ 各職員が日常的に環境保全に対する取り組みを意識するように、各職場において、朝礼・掲示等によ

る周知を行う。
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市 民 協 働 局

市民協働部 市民協働企画総務課

SDGs・ESD推進課

略

略

岡山っ子育成局

子育て支援部 こども企画総務課

地域子育て支援課 放課後児童対策係

児童センター

　　子育て支援係　　青少年育成係　　

児童館略

略

自然保護係　　大気騒音係　　水質土壌係

規　制　係　　監　理　係

管　理　係　　業務第１係　　業務第２係　　安全指導係

管　理　係　　施　設　係

管　理　係　　指　導　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

環 境 局

環 境 部 環境企画総務課

産業廃棄物対策課

ゼロカーボン推進課

環 境 保 全 課
浄化槽対策室

資源循環推進室
環 境 事 業 課

第 １ 事 業 所

野 殿 事 業 所

当 新 田 事 業 所

岡 南 事 業 所

西 大 寺 事 業 所

環境施設部 環 境 施 設 課
山上埋立管理事務所
可燃ごみ広域処理施設整備室

管　理　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

管　理　係　　業　務　係

　　

東部クリーンセンター

東部リサイクルプラザ

当新田環境センター

一宮浄化センター

１. 環境保全行政組織・機構（令和６年４月１日現在）

— 資料編 —
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○　備　考

　機構図中

　　　　　　　　は局相当組織を、　　　　　は部相当組織を、　　　　　は課相当組織を、

　は課内室相当組織を、枠無しは係相当組織をそれぞれ表す。

産 業 観 光 局

商 工 部

観 光 部

農林水産部 農 林 水 産 課
地域農業企画・振興室
生産流通係　　農　政　係　　水産林政係

略

略

略

都 市 整 備 局

都市・交通部

交 通 政 策 課

庭園都市推進課

市 街 地 整 備 課

都市企画総務課

都 市 計 画 課

自転車先進都市推進室

街なかにぎわい推進室

計　画　係　　公共交通係

計　画　係　　土地利用係　　都市景観係

事業推進係　　公園緑地係

略

略

教育委員会事務局

教育総務部

学校教育部

生涯学習部

就 学 課

学 校 指 導 課

中 央 図 書 館

文 化 財 課

教 職 員 課

生 涯 学 習 課

人 権 教 育 室

公 民 館 振 興 室

埋蔵文化財センター

略

振　興　係　　指　導　係

略

略

管　理　係　　支援・育成係

略

略

略

略

下水道河川局

下水道経営部 下水道経営企画課

略 略

— 資料編 —
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２．市有施設太陽光発電設備等設置状況一覧

（１）太陽光発電設備

施設名 設置年度 出力（kw） 令和５年度 
発電量（kwh）

上道学校給食センター
城東台小学校
中山認定こども園
御津郷土歴史資料館・交流プラザ
福祉交流プラザ建部
ウェルポートなださき
中央小学校
灘崎認定こども園
錦認定こども園
おもちゃの宿 （めだかの学校内）
竹枝小学校
建部町B&G海洋センター
ほのぼの荘
ほのぼの荘（旧　福寿苑）
西消防署
西大寺緑花公園　百花プラザ
南方岡山中央認定こども園
市庁舎低層棟
三野浄水場
中消防署
西小学校
岡北中学校
吉備中学校
操南中学校
富山中学校
旭東中学校
上道中学校
妹尾中学校
芳泉中学校
芳田中学校
藤田中学校
福浜中学校
福渡保育園
岡山後楽館中・高等学校
建部町文化センター
中央卸売市場
福島コミュニティハウス
今出張所
瀬戸中学校体育館
瀬戸町図書館
金川地区コミュニティハウス
ウエルポートなださき
太伯認定こども園
東部クリーンセンター （事務所棟）
神崎緑地プラザ
浅越スポーツパーク
御南中学校
建部認定こども園
古都コミュニティハウス
南区役所
西ふれあいセンター
六区保育園
番町分署
福島小学校
あしもり学園　岡山市立足守中学校
適応指導教室トラングル一宮
高田コミュニティハウス
山上環境啓発施設
北ふれあいセンター
旧足守分室
東区役所
たけべ八幡温泉

施設名 設置年度 出力（kw） 令和５年度 
発電量（kwh）

Ｈ5
H10
Ｈ14
H14
H14
H15
Ｈ17
H19
H19
H19
H20
H19
H19
H19
H20
H20
H21
H21
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H22
H23
H23
H23
H23
H23
H23
H23
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H24
H25
H25
H25
H25
H25
H25
H25
H25
H25
H26
H26
H26
H26
H26

10.0
4.6
5.2
30.0
3.2
3.3
3.3
10.0
10.0
12.9
19.1
18.6
12.9
9.2
10.0
20.0
10.0
20.0
30.0
10.0
3.5
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.7
5.1
5.1
5.1
5.3
10.0
20.0
30.0
40.0
5.0
5.0
3.7
4.0
5.0
10.0
10.0
40.0
4.0
10.0
5.0
10.0
5.0
20.0
15.3
10.0
15.0
9.5
5.2
14.0
10.0
11.0
20.0
10.5
20.0
10.0

6,146.9
-
-
-

591.2
4,024.6

-
-

10,727.0
14,790.3
18,087.6
18,484.3
21,974.0
10,230.0

-
1,675.2
5,494.7
18,388.0
35,820.0
10,695.9
1,849.4
6,481.0
5,990.0
6,078.0

-
5,776.0
6,299.0
1,043.0
6,670.0

-
-
-

10,714.0
18,213.7
39,760.7
53,047.0
5,774.0

-
2,015.0
4,231.0
6,203.5
12,314.8
13,496.0
28,213.0
4,604.0
11,114.0

-
12,049.0
6,990.0
24,523.9
20,171.5
12,419.0
19,797.0
7,841.7
6,156.6
16,632.0
1,046.1
11,563.6
18,291.8
13,693.0
27,630.5
12,334.0

西大寺小学校
伊島小学校
芳田小学校
瀬戸中学校
西部リサイクルプラザ
承芳ふれあい広場
瀬戸町カヌー艇庫
建部浄化センター
南ふれあいセンター
北消防署
竜之口小学校
操山中学校
吉備公民館
山上最終処分場
中区役所
駅元町北自転車駐車場
水道局本庁舎
北消防署建部出張所
西消防署高松出張所
西小学校
岡北中学校
桑田中学校
岡輝中学校
灘崎コミュニティハウス
迫川コミュニティハウス
岡西公民館
岡輝公民館
一宮公民館
鹿田小学校
小串小学校
甲浦認定こども園
興除認定こども園
福田地域センター
伊島認定こども園
高島小学校
操山公民館
岡東浄化センター
東山斎場
岡山市営駅南駐車場（待合所）
宇野認定こども園
今認定こども園
鹿田認定こども園
旭竜認定こども園
竹枝コミュニティハウス
中消防署倉田出張所
千種認定こども園
陵南認定こども園
七区コミュニティハウス
児島地域センター
平福コミュニティハウス
南消防署
岡山北斎場
上道公民館
北長瀬未来ふれあい総合公園管理棟
北長瀬未来ふれあい総合公園立体駐車場
庄内認定こども園
妹尾認定こども園
一宮地域センター
岡山市立山南学園
興除地域センター
弘西コミュニティハウス
中央卸売市場   青果棟南荷捌場

H26
H26
H26
H26
H26
H26
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H27
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H28
H29
H29
H29
H29
H29
H29
H30
H30
H30
H30
H30
R1
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R5

45.5
35.5
35.5
40.0
150.0
31.6
28.6
47.6
10.0
10.0
15.5
25.5
20.0

2000.0
20.0
20.0
20.0
5.5
10.0
40.0
35.0
45.0
45.0
4.5
4.5
13.8
28.9
12.6
45.5
10.0
10.0
5.0
10.0
10.0
4.1
10.0
617.0
20.0
3.0
10.0
10.0
10.0
5.0
3.5
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.4
10.0
20.0
10.0
5.0
5.3
5.0
5.0
3.4
10.0
5.0
5.2
30.0

-
-

31,884.5
52,949.0
159,407.0

-
-
-

9,586.9
13,386.0
13,648.0
19,125.6
29,675.8

-
24,309.0
25,338.0
24,177.0
6,130.0
11,262.6

-
38,611.0
54,721.0
45,416.2
4,183.9
3,873.9

-
-
-

52,802.0
6,630.5

-
-

11,047.0
14,069.0
10,497.0
13,776.7
788,480.0
27,335.6
3,251.0
4,170.0
8,870.0
12,295.2
5,288.6
3,975.9
6,238.0

-
6,676.4
5,299.0
3,169.6
4,353.5
13,222.4
26,050.5
4,344.9

-
2,371.0
4,175.7
6,699.0
3,138.8
14,528.2
2,934.1
7,129.0

-

（１）  太陽光発電設備
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３．市域の温室効果ガス排出量

区　　　分 2020年度
（確定値） 

2021年度
（暫定値） 増減量 増減率

産業部門
民生家庭部門
民生業務部門
運輸部門
廃棄物部門

43
△ 57
△ 13
△ 8
1

△ 34
6

△ 5
△ 36
△ 35
△ 69

2.0
△ 8.3
△ 1.7
△ 0.7
0.8

△ 0.7
7.1

△ 8.9
△ 10.1
△ 7.1
△ 1.3

2,129
687
756
1,112
130
4,814
84
56
356
496
5,310

2,172
630
743
1,104
131
4,780
90
51
320
461
5,241

小　計
メ タ ン
一酸化二窒素

代替フロン等４ガス
小　計
合　　計

（単位：千t-CO2）

二
酸
化
炭
素

（１）太陽光発電設備

施設名 設置年度 出力（kw） 令和５年度 
発電量（kwh）

中央卸売市場　水産棟南荷捌場Ａ
中央卸売市場　水産棟南荷捌場Ｂ
政田開成認定こども園

R5
R5
R5

20.0
20.0
5.0

-
-

1,481.9

施設名 設置年度 出力（kw） 令和５年度 
発電量（kwh）

浦安芳泉認定こども園
藤田児童館
旭東浄水場　浄水池

R5
R5
R5

5.0
5.2

612.0

784.0
1,125.0

-

（２）その他発電設備

施　　設　　名 設置年度 出力（kw） 令和５年度 
発電量（kwh）

東部クリーンセンター

岡南環境センター

当新田環境センター

西大寺小水力発電所

岡南事業所

ごみ発電

バイオディーゼル
発電

43,332,830

施設廃止

11,336,060

703,975

32,044

12,100

1,700

1,960

110

25

-

-

-

Ｈ26

R4

（２）  その他発電設備

— 資料編 —
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４. 環境保全年表

— 資料編 —

昭和　36.　  岡山市公害対策審議会設置
　　　39.　  衛生部保健衛生課に公害係設置
　　　41.　  「岡山市公害防止条例」制定、公害審議会設置
　　　44.　  「騒音規制法」の指定地域となる
　　　45.　  衛生局に公害課設置
　　　　　　岡山市公害対策本部設置
　　　　　　大気汚染測定局稼動開始
　　　46.　  「岡山市緑化条例」制定
　　　47.　  「岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」施行
　　　48.　  主要工場等と公害防止協定締結開始
　　　　　　「岡山市公害防止条例」全面改正
　　　　　　正儀・江並・上南・興除測定局を県センターに接続し、テレメータ化
　　　49.　  「岡山市公害防止条例の規制基準等に関する規則」制定
　　　50.　  「悪臭防止法」の指定地域となる
　　　52.　  岡山市大気汚染監視センター設置
　　　　　　大気汚染測定局７局を本市センターに接続し、テレメータ化
　　　　　　新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域あてはめ
　　　53.　  自動車排出ガス測定局稼動開始
　　　　　　「振動規制法」の指定地域となる
　　　　　　「岡山市中小企業公害防止施設補助金交付要綱」施行
　　　54.　  「新幹線鉄道騒音に係る障害防止対策助成事務に関する協定」を国鉄と締結
　　　57.　  宝伝海水浴場が「自然海浜保全地区」に指定
　　　　　　環境水質自動測定局稼動開始
　　　58.　  発生源水質測定局稼動開始
　　　　　　気象観測局を金山から高倉山に移設
　　　60.　  雄町の冷泉が「名水百選」に選定
　　　　　　騒音に係る環境基準の地域類型のあてはめ（岡山市他９市１町）
　　　　　　児島湖が「湖沼水質保全特別措置法」の指定湖沼に指定され同法の政令市となる
　　　62.　  「児島湖流域清掃大作戦事業」開始（西川）
　　　　　　児島湖流域水質浄化推進員制度創設
　　　63.　  公害課から「環境保全課」に名称変更
　　　　　　「小型合併浄化槽設置整備補助事業」開始
平成　２.　  岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会設立
　　　３.　  岡山市全域が「生活排水対策重点地域」に指定
　　　　　　「岡山市ごみ非常事態宣言」発令
　　　４.　  「岡山市水辺環境計画」策定
　　　　　　「岡山市緑のマスタープラン」策定
　　　　　　「岡山市ホタルの里事業」開始
　　　　　　電気自動車導入（公害パトロールカー）
　　　５.　  「岡山市一般廃棄物処理基本計画」策定
　　　　　　「岡山市都市緑化推進基本計画」策定
　　　　　　「騒音規制法」の環境基準の指定地域拡大（無指定地域を追加）
　　　６.　  「曹源寺周辺環境整備事業」実施
　　　　　　「地球温暖化対策地域推進計画」策定
　　　　　　「岡山県公害防止条例」及び「岡山県児島湖環境保全条例」の一部が市に事務移管

− 124 −



— 資料編 —

平成　８.　  岡山市が「水の郷」に認定
　　　　　　「岡山市環境美化条例」公布
　　　　　　「岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」策定
　　　　　　岡山市ごみ非常事態宣言解除
　　　　　　「瀬戸内海環境保全特別措置法」の政令市となる
　　　　　　「岡山市児島湖流域環境保全推進員ブロック会議（計５ブロック）事業」開始
　　　　　　岡山市環境計画策定協議会設置
　　　９.　  おまちアクアガーデン開園
　　　　　　西川・枝川用水路が「おかやまの清流」に選定される
　　　　　　「高島・旭竜地区エコミュージアムモデル事業」開始
　　　10.　  「岡山市環境基本計画」策定
　　　　　　岡山市公害対策本部を廃止し、岡山市環境基本計画推進本部を設置する
　　　　　　岡山市有害化学物質対策連絡会議の設置
　　　11.　  本市保健福祉会館が国の総合環境ゾーン・モデル事業の拠点施設のひとつに指定
　　　　　　「岡山市産植物目録」発刊
　　　　　　操山公園里山センター開館
　　　12.　  「岡山市自動車公害防止計画」策定
　　　　　　「岡山市環境保全条例」公布
　　　　　　岡山市環境保全審査会設置
　　　　　　「岡山市環境保全条例施行規則」制定
　　　13.　  「岡山市公害の規制基準等に関する規則」改正
　　　　　　 保健福祉局から環境保全部門の移管を行い、環境保全課を廃止し、環境調整課及び環境規

制課を設置
　　　　　　「環境パートナーシップ事業」開始
　　　　　　「岡山市環境保全行動計画（地球温暖化部門）」策定
　　　　　　エコボランティア事業アダプト・プログラム合同調印式の開催
　　　　　　ユネスコ加盟 50 周年記念事業「みんなで取り組む環境づくりおかやま」の開催
　　　　　　「吉備丘陵の白桃」（岡山市ほか）が「かおり風景 100 選」に選定
　　　　　　 「岡山平野のスイゲンゼニタナゴ生息地」及び「永江川河口」が環境省選定「重要湿地

500」に選定
　　　14.　  「岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例」制定
　　　　　　「岡山市グリーン購入基本方針」策定
　　　　　　「岡山市環境保全行動計画（全体）」策定
　　　　　　市民共同発電事業開始
　　　　　　「岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例施行規則」制定
　　　　　　「西大寺門前地区環境再生施設整備事業」実施
　　　15.　  「岡山市地域新エネルギービジョン」策定

　　　16.　  「岡山市環境保全条例」を改正し、「生物多様性保全」、「緑の保全」追加
　　　　　　「市有施設において職員が使用した弁当容器の処分方針」策定
　　　17.　  「岡山市環境基本計画」改訂
　　　　　　環境づくり活動ステップアップ支援事業開始
　　　　　　山南、上南一般環境大気測定局、庭瀬、清輝自動車排出ガス測定局を廃止
　　　　　　岡山地域が「国連大学の RCE」に指定
　　　　　　「生物多様性保全基本方針」及び「自然環境配慮ガイドライン」策定
　　　　　　「岡山市景観基本計画」策定
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平成　18.　  五明一般環境大気測定局、西祖自動車排出ガス測定局を設置
　　　　　　環境規制課から「環境保全課」に名称変更、環境調整課を廃止
　　　　　　「悪臭防止法」に基づく規制方法を改正し、「臭気指数規制」施行
　　　　　　「岡山市環境保全行動計画（第Ⅱ期）」策定
　　　　　　 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が市に事

務移管
　　　19.　  「岡山市美しいまちづくり，快適なまちづくり条例」施行
　　　　　　「岡山市もったいない運動」実施
　　　20.　  環境保全課内に地球温暖化対策室を設置
　　　　　　「岡山市環境保全行動計画（第Ⅱ期）」改訂
　　　　　　家庭ごみ有料化開始
　　　　　　「岡山市地域省エネルギービジョン」の策定
　　　　　　岡山市ホタルの里事業を発展させ、「身近な生きものの里事業」開始
　　　21.　  「住宅用太陽光発電システム設置費補助事業」開始
　　　　　　「公共施設の ESCO 事業導入可能性調査」実施
　　　　　　南方保育園太陽光発電システム稼働
　　　22.　  市庁舎太陽光発電システム稼動
　　　　　　「地域主体による生物多様性の保全を推進する条例」施行
　　　　　　「電気自動車普及促進事業」開始

　　　23.　  「岡山市環境保全条例」を改正し、「第４章 環境の保全に関する審議会」追加
　　　　　　「岡山市環境総合審議会」、「岡山市公害対策審議会」、「岡山市自然環境保全審議会」設置
　　　　　　旧笹ヶ瀬環境水質測定局舎解体撤去
　　　　　　旧児島湖環境水質測定局舎児島湾土地改良区へ譲渡
　　　　　　「第２次岡山市環境基本計画」及び「岡山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」策定
　　　24.　  騒音に係る環境基準の当てはめ地域を工業専用地域を除く市全域に拡大
　　　26.　   「ESD に関するユネスコ世界会議」関連会議として、「ESD 推進のための公民館 -CLC 国際

会議」「ユネスコスクール世界大会」「ユネスコ ESD ユース・コンファレンス」「第９回グ
ローバル RCE 会議」「教師教育に関する国際会議」開催

　　　　　　 「持続可能な開発のための教育の推進に関する条例」施行
　　　27.　   「岡山 ESD プロジェクト 2015 − 2019 基本構想」策定
　　　　　　 岡山市がユネスコ「ESD に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」のキー

パートナーの一つに認定
　　　　　　「住宅・事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業」開始
　　　28.　  環境情報センターが大気騒音係に統合
　　　　　　「岡山 ESD プロジェクト」が 2016 年ユネスコ／日本 ESD 賞を受賞（日本国内で初受賞）
　　　　　　「岡山市生活排水対策推進計画（第二期）」策定
　　　　　　「岡山市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」策定
　　　　　　「岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（改訂）」策定
　　　　　　「岡山市生物多様性地域戦略」策定
　　　　　　「第２次岡山市環境基本計画（含地球温暖化対策実行計画）」策定
　　　29.　  岡山市がユネスコ学習都市賞を受賞（日本国内で初受賞）
　　　　　　旧今保環境水質測定局舎建物・土地売却
　　　30.　  岡山市が「SDGs 未来都市」に選定
　　　　　　高倉山気象観測局の廃止
　　　　　　「岡山市環境保全行動計画（第Ⅲ期）」策定
　　　31.　  「岡山市環境影響評価条例」施行
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令和　元 . 　 御津一般環境大気測定局で測定開始
　　　２.　  「世界首長誓約／日本」に署名
　　　　　　岡山連携中枢都市圏の市町と共同で「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」発表
　　　３.　  「第 2 次岡山市環境基本計画」「岡山市地球温暖化対策実行計画」改訂
　　　　　　「再エネ 100 宣言 Re  Action」への参加及びアンバサダーへ就任
　　　　　　「生物多様性保全の推進に関する連携協定」を公益財団法人岡山県環境保全事業団と締結
　　　　　　「岡山市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」改定
　　　　　　「岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」改定
　　　　　　「岡山市海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」策定
　　　４.　  青江自動車排出ガス測定局の廃止
　　　５.　  環境保全課内の地球温暖化対策室が課として分離し、ゼロカーボン推進課を設置
　　　　　　「生物多様性のための 30 by 30 アライアンス」に 参加
　　　　　　「岡山市脱炭素ロードマップ」策定
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５. 用語解説

【ア】

 ・  アダプト
　市民・企業・各種団体等が道路や河川などの公

共施設を養子（英語で adopt）とみなし、定期的に

清掃や緑化活動を行う活動。

 ・  RCE（持続可能な開発のための教育に関する地
域の拠点）

　国連大学が持続可能な開発のための教育（ESD）

を推進するために提唱している活動の一つ。公

的非公的機関のネットワークにより ESD を推進

するモデルとなるもの。2005年（平成17年）６

月に開催された「国連大学−ユネスコグローバ

リゼーションと持続可能な未来のための教育会

議」で岡山など世界７地域が最初に認定された。

（平成25年現在：117地域）

 ・  ESD （持続可能な開発のための教育）
　大量生産・大量消費・大量廃棄のライフスタイ

ルによる環境悪化や貧困の増大など弊害を招いた

開発を反省し、将来にわたって、また地球規模の

視点においても、あらゆる人々が自然環境などと

共存できる持続可能な社会の達成を目指す教育の

こと。

 ・  石綿（アスベスト）
　天然に産する鉱物群のうちで、高い抗張力と柔

軟性をもつ特異な繊維状集合をなすもの。耐熱性、

耐薬品性、絶縁性等の工業上の諸特性に優れてい

るため、建材、電気製品、自動車などに利用され

てきた。吸引により中皮腫等の健康被害を引き起

こすとして規制されている。大気汚染防止法でい

う石綿は以下の６種類である。クリソタイル（温

石綿・白石綿）、クロシドライト（青石綿）、アモ

サイト（茶石綿）、アンソフィライト（直閃石綿）、

トレモライト（透角閃石綿）、アクチノライト（陽

起石綿）。

 ・  一般廃棄物
　産業廃棄物以外の固形状または液状の廃棄物。

　市民の日常生活に伴うごみ、くみ取りし尿など

の生活系廃棄物の他、事業系ごみの中で産業廃棄

物に規定されない廃棄物。

 ・  岡山市身近な生きものの里
　身近な自然を大切にする地域づくりを目的として、

「岡山市ホタルの里」事業を発展させ、平成20年度

から行っている事業。環境保全活動を行っている

地域を「身近な生きものの里」に認定し活動支援

等を行っている。

 ・  SDGs（持続可能な開発目標）
　2015年（平成27年）9月の国連サミットで採択

された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

にて記載された、2030年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標。17のゴール・169のター

ゲットから構成され、地球上の「誰一人として取

り残さない」ことを誓っている。

 ・  オゾン層
　地球を取り巻くオゾン層は、太陽光に含まれる

有害な紫外線の大部分を吸収し、われわれ生物を

守っている。冷媒、洗浄剤、発泡剤などに使用さ

れる CFC（いわゆるフロン）、HCFC などオゾン層

破壊物質は、いったん環境中に放出されると、成

層圏まで達し、そこで強い紫外線を浴びて塩素を

放出してオゾン層を破壊する。

　その結果、地上に達する有害紫外線の照射量が

増加し、皮膚がんの増加、生態系への悪影響など

が生じるおそれがある。そのためモントリオール

議定書により、CFC などオゾン層破壊物質の生産

は中止されたが、過去に生産された物質が相当量

残されており、これらの回収が課題となっている。

【カ】

 ・  外来生物法
　正式名称は「特定外来生物による生態系等に係
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る被害の防止に関する法律」といい、生態系、人

の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、

与えるおそれのある侵略的な外来生物を特定外来

生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、

輸入といった取扱いを規制するとともに防除等を

行うことで、特定外来生物による生態系等に係る

被害を防止することを目的とし、平成16年６月に

制定され、平成17年６月から施行された。

 ・  環境影響評価 （環境アセスメント）
　事業の実施が環境に及ぼす影響について、事業

者自らが環境の構成要素ごとに調査、予測及び評

価を行うとともに、その事業に係る環境の保全の

ための措置を検討し、その措置が講じられた場合

における環境影響を総合的に評価すること。

 ・  環境家計簿
　日々の生活において環境に負荷を与える行動や

環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応

じて点数化したり、収支決算のように一定期間の

集計を行ったりするもの。「家計簿」に記録するこ

とで金銭を巡る家庭の活動を把握・解析するのと

同様に、「環境家計簿」をつけることで金銭では表

わせないものも含めて、環境を巡る家庭の活動の

実態を把握しようとするもの。

 ・  環境基本法
　環境の保全に関し、国の政策の基本的な方向を

示した法律で、平成５年11月に制定された。環境

保全の基本理念や国、地方公共団体、事業者、国

民の役割、基本的な政策の方向などを示している。

 ・  環境基準
　環境基本法第16条第１項により「人の健康を保

護し生活環境を保全するうえで維持されることが

望ましい基準」とされ、環境改善のための行政目

標である。

 ・  環境資源
　暮らしを支える資源サービスとして環境の恵み

を把握し、資源の持続で公平な供給と維持をめざ

す試みからみた場合の環境要素。

 ・  環境大気常時監視
　大気汚染防止法第22条に基づき、大気汚染の

状況を継続的に測定すること。環境基準が設定

されている二酸化硫黄（SO2）、一酸化炭素（CO）、

浮 遊 粒 子 状 物 質（SPM）、光 化 学 オ キ シ ダ ン ト

（Ox）、二酸化窒素（NO2）及び微小粒子状物質

（PM2.5）のほか、Ox や PM2.5の生成原因となる

非メタン炭化水素（NMHC）について測定を実

施している。

 ・  環境マネジメントシステム
　正常な市場経済活動を維持しつつ環境保全を進

めるため、企業が自主的判断により行う環境対策

のシステム。環境マネジメントシステムの国際規

格として ISO14000シリーズ、環境省が策定したエ

コアクション21ガイドラインに基づくエコアクショ

ン21などがある。

 ・  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
　世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）

により1988年に設立された国連の組織。各国の政

府から推薦された科学者の参加のもと、地球温暖

化に関する科学的・技術的・社会経済的な評価を

行い、得られた知見を、政策決定者を始め広く一

般に利用してもらうことを任務とする。

 ・  規制基準
　排ガス、排出水、騒音値及び振動値などの規制

が適用される事業場に対し、事業者等が遵守すべ

き基準として定められたものである。

 ・  京都議定書
　1997年（平成９年）12月に開催された気候変動

枠組条約第３回締約国会議（COP3）において採択

した、地球温暖化防止のための国際的な枠組。先

進国に対する温室効果ガス排出量の削減目標値な

どが定められた。気候変動に関する国際連合枠組

— 資料編 —

− 129 −



条約締約国の1990年（平成２年）における二酸化

炭素総排出量のうち、55％以上を占める55か国以

上の締約国が批准、承認等行った後、90日目に発

効される。2005年（平成17年）11月にロシアが批

准したことにより、要件が満たされ、2006年（平

成18年）２月に発効した。

 ・  区域の指定の解除
　要措置区域等の指定は、区域に指定された際の

事由がなくなったときにはその指定が解除される。

要措置区域において、汚染の摂取経路の遮断が行

われた場合は、要措置区域の指定が解除され、形

質変更時要届出区域に指定される。形質変更時要

届出区域の指定が解除されるためには、基準に適

合しない土壌が区域内に存在しなくなる必要があ

る。

 ・  形質変更時要届出区域
　土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出

量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染

の摂取経路がない区域。健康被害が生ずるおそ

れがないため、汚染の除去等の措置は不要な区

域。ただし、土地の形質の変更をしようとする者は、

都道府県知事等に届出の義務がある。

 ・  公共用水域
　河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に

供する水域及びこれに接続する公共溝渠、かんが

い用水路その他公共の用に供する水路。

環境基準としては、人の健康の保護に関する環境

基準（健康項目）及び生活環境の保全に関する環

境基準（生活環境項目）が定められている。

【サ】

 ・  酸性雨
　化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素

酸化物などが大気中で反応して生じる酸性の降下

物で、通常 pH（水素イオン指数）5.6以下の雨が

酸性雨とされている。欧米では、酸性雨によると

考えられる湖沼の酸性化や、森林の衰退が報告され、

国境を越えた国際的な問題となっている。

 ・  自然公園
　昭和６年に国立公園法が制定され、我が国を代

表する優れた自然の風景地の保護と利用を図るため、

瀬戸内海国立公園をはじめとする国立公園が指定

された。昭和32年からは自然公園法と名称が変わり、

現在では国立公園、国定公園、都道府県立自然公

園を総称して自然公園と呼んでいる。

 ・  自然保護活動推進員
　自然環境保全地区の生物多様性の保全を図るた

め、設置している。岡山市環境保全条例第29条の

19に基づく。

 ・  指定基準
　土壌の汚染状態に関する基準として定められて

いる基準で、土壌汚染状況調査の結果、この基準

に適合しない場合は要措置区域等に指定される。

地下水摂取などによるリスクからは土壌溶出量基

準が、直接摂取によるリスクからは土壌含有量基

準が定められている。

 ・  指定調査機関
　土壌汚染状況調査を行うために環境大臣又は都

道府県知事によって指定された調査機関のこと。

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査は、指定

調査機関のみが行うこととされている。

 ・  種の保存法
　正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律」といい、国内外の絶滅の

おそれのある野生生物を保護するために、平成５

年４月に施行された。令和２年３月までに356種の

国内希少野生動植物種が定められ、個体の捕獲及

び個体等の譲渡し等が禁止されている。

 ・  生活排水
　台所、洗たく、し尿浄化槽、風呂排水など家庭
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生活上排出される排水をいう。

 ・  生活排水処理人口
　生活排水処理を、公共下水道、農業集落排水施設、

合併処理浄化槽及び簡易沈殿槽などの生活排水処

理施設で行う人口。

 ・  生態系
　ある空間に生きている生物（有機物）とそれを

取り巻く無機的環境が相互に関係し合って生命の

循環をつくりだしているシステム。ある空間とは

地球全体であったり、森林、湖、川などの限られ

た空間であったりする。

 ・  生物多様性
　地球上の生物の多様さとその生息環境の多様さ

をいう。生態系は多様な生物が生息するほど健全

であり、安定しているといえる。地球上の生物種、

生態系及び遺伝子の多様性を保護するため、「生

物の多様性に関する条約」が採択され、我が国は

1993年５月に批准している。

 ・  絶滅危惧種
　人為の影響の如何に係わらず個体数が異常に

減少し、放置すればやがて絶滅すると推定され

るもの。

 ・  騒音レベル
　音に対する人間の感じ方は音の強さ、周波数の

違いによって異なる。騒音の大きさは、物理的に

測定した騒音の強さに、周波数ごとの聴感補正を

加味して、デシベル（dB）で表す。実際には騒音

計の A 特性（聴感補正）で測定した値を騒音レベ

ルとしてデシベル（A）又はdB（A）で表示する。

【タ】

 ・  ダイオキシン類
　ダイオキシン類は、主に廃棄物の焼却過程等で

非意図的に生成される有機塩素系化合物で、発が

ん性、生殖毒性、催奇形性などの毒性を有してい

ると指摘されている。分解しにくいために、環境

中に微量であるが広く存在している。

 ・  淡水魚
　生活環の全部を淡水中で経過するか、少なくと

もある時期には必ず淡水域に入ってくるものを淡

水魚といい、淡水域で生活することはあるが、そ

れが必ずしもその種にとって必要のないものは周

辺的淡水魚という。

 ・  地球温暖化
　人間活動の拡大により二酸化炭素（CO2）、メタ

ン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）などの温室効果

ガスの大気中の濃度が増加し、地球全体の平均気

温が上昇することをいう。IPCC（気候変動に関す

る政府間パネル）の第５次報告書によれば、21世

紀末までに地球全体の平均気温が0.3～4.8℃上昇す

ると予測されている。

 ・  天然記念物
　わが国にとって学術上価値の高い動物・植物・

地質鉱物（それらの存する地域を含む）で、その

保護保存を主務官庁から指定されたもの。

 ・  TEQ（Toxicity Equivalency Quantity：毒性等
量）

　ダイオキシン類は異性体によって毒性が異なる

ため、測定値そのままでは毒性の評価をすること

が 出 来 な い。そ の た め、2,3,7,8-TCDD（2,3,7,8-

テトラクロロジベンゾ -1,4- ジオキシン）の毒性

を1と し た 係 数（毒 性 等 価 係 数、TEF （Toxicity 

Equivalency Factors））を実測濃度に掛けた数値の

合計のこと。

 ・  特定有害物質
　土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康

に被害を生ずるおそれのある有害物質として土壌

汚染対策法施行令で定められた26物質のこと。

　第一種特定有害物質（揮発性有機化合物）、第二
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種特定有害物質（重金属等）、第三種特定有害物質

（農薬等）があり、物質ごとに土壌溶出量基準や土

壌含有量基準が設定されている。

【ハ】

 ・  パリ協定
　2015年12月にフランスのパリで開催された第21回

気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において採

択した、2020年以降の地球温暖化対策を定めた気候

変動抑制に関する多国間の国際的な協定。1997年に

採択された京都議定書以来18年ぶりとなる気候変動

に関する国際的枠組みであり、気候変動枠組条約に

加盟する全196カ国全てが参加。

 ・  ヒートアイランド
　都市において、燃焼、冷暖房、自動車などの放

熱や、大気汚染などの影響で周辺部との間に目立っ

た温度差を生じる現象。

 ・  PM2.5（微小粒子状物質）
　大気中に浮遊している2.5μ m（1μ m は1mm の

千分の1）以下の小さな粒子のこと。

【ヤ】

 ・  要請限度
　自動車騒音や道路交通振動が、この限度を超え

て発生した場合には、生活環境が著しく害される

おそれがあるため、公安委員会等に対し道路交通

法の規定による措置を執るべきことを要請するこ

とができる限度のこと。

 ・  要措置区域
　土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出

量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染

の摂取経路がある区域。健康被害が生ずるおそれ

があるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。

 ・  要措置区域等
　土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特

定有害物質による汚染状態が指定基準を超過した

場合に、要措置区域又は形質変更時要届出区域に

指定される。これら２つの区域を合わせて要措置

区域等という。

【ラ】

 ・  緑化協定
　岡山市環境保全条例に基づき、大規模な団地、

工場などと敷地内緑化について協定を結んでいる。

 ・  レッドデータブック
　絶滅の恐れのある野生動植物種に関するデータ集。

1966年に国際自然保護連合が世界的な規模で絶滅

の恐れのある野生動物をリストアップしたのが最

初である。日本では、平成元年に環境庁が日本版

レッドデータブックを発表している。県内の野生

生物の現状については、平成10年度から平成14年

度までの５か年計画で調査検討し、平成14年度末

に岡山県版のレッドデータブックを発刊、さらに、

平成21年度末及び令和元年度末に、それぞれ改訂

版を発刊している。
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